
令和７年度 第２回 淡路島地域公共交通活性化協議会 
 

⽇時︓令和８年１月 27 ⽇（火）14:00〜 

場所︓洲本市経済交流センター（洲本商⼯会議所） 

２階多目的ホール 

 

１．開会 

 

２．会⻑あいさつ 

 

３．議事 

（１）令和７年度淡路島地域公共交通活性化協議会の施策の進捗報告について報告 

 

 （２）令和７年度幹線系統補助・フィーダー系統補助の事業評価（案）について協議１ 

 

 （３）令和８年度地域内フィーダー系統補助の計画変更届出（案）について協議２ 

 

 （４）淡路島地域公共交通計画の変更（案）について 協議３ 

 

４．その他 

 

【配付資料】 

  次第 

協議会名簿 

配席図 

協議会規約 

報告 ︓令和７年度淡路島地域公共交通活性化協議会の活動、施策の進捗報告について 

協議１‐1︓淡路島地域公共交通活性化協議会（ネットワーク全体の評価）幹線系統  

協議 1‐2︓淡路島地域公共交通活性化協議会（ネットワーク全体の評価）フィーダー系統 

協議２︓令和８年度地域内フィーダー系統補助の計画変更届出（案）について 

協議３︓淡路島地域公共交通計画の変更（案）    

淡路島地域公共交通計画（概要版） 



【委員】

区分 職名 氏名 役職 備考

1 洲本市企画情報部　部長兼財務部特命参事（ふるさと納税問題調整担当） 福島　太 監事

2 南あわじ市総務企画部　部付部長（企画担当） 家田　和幸 副会長

3 淡路市都市整備部　部長 辻野　真照 監事

4 (公社)兵庫県バス協会 専務理事 新屋敷　昭一
【代理出席】
総務部長　吉本　道明

5 (公社)兵庫県バス協会 淡路地区部会長　(淡路交通㈱　運輸部　部長) 片岸　章文

6 舞子高速バスストップ協議会　(神姫バス㈱　バス事業部計画課　課長) 前田　啓介
【欠席】

会長一任

7 (一社)兵庫県タクシー協会　淡路部会長　((有)みなとタクシー) 池田　昌宏

8 ㈱淡路ジェノバライン　安全総括管理者取締役 清水　紀晶

9 沼島汽船㈱　代表取締役 山内　克則

10
道路管理者
港湾管理者

兵庫県淡路県民局洲本土木事務所　所長 吉栖 雅人

11 道路管理者 国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所洲本維持出張所　所長 江崎　祐也
【欠席】

会長一任

12 洲本商工会議所　専務理事兼事務局長 谷池　淳司

13 五色町商工会　事務局長 川野　正統

14 南あわじ市商工会　事務局長 神﨑　恭司

15 淡路市商工会　事務局長 伊藤　雅樹

16 (一社)淡路島観光協会　事務局長 福浦　泰穗
【欠席】

会長一任

17 (一社)淡路島観光協会　観光戦略室長 地白　雅則

18 洲本市連合町内会　会長 成瀬　健太郎
【欠席】

会長一任

19 南あわじ市連合自治会　会長 原　孝
【欠席】

会長一任

20 淡路市連合町内会　会長 魚住　幸市

21 洲本警察署　交通課長 小林　宏道

22 南あわじ警察署　交通課長 大成　昌宏

23 淡路警察署　交通課長 瀬川　雅史

24 学識経験者 兵庫県立大学　名誉教授 福島　徹 会長

25 ㈱JTB　神戸支店　支店長 木崎　尚文
【代理出席】
副支店長　富田　伸一

26 近畿日本ツーリスト㈱　公務・地域共創事業部　課長 松岡　一隆
【代理出席】
リーダー　林　富士雄

【オブザーバー】

氏名 備考

1 大塚　保洋
【代理出席】
課長補佐　成相　覚

2 中村 洋一

3  小崎 隆志

4 西原　健二

5 前川　恭範

6 野田　勝

洲本市企画情報部　特命参事（政策推進担当）兼企画課長

南あわじ市総務企画　ふるさと創生課 課長

淡路市企画情報部　部付部長兼まちづくり政策課長

兵庫県土木部交通政策課　課長

令和７年度淡路島地域公共交通活性化協議会名簿

計画作成市

公共交通事業者

商工団体

観光団体

住民代表

公安委員会

観光有識者

職名

国土交通省近畿運輸局交通政策部交通企画課　課長

国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部総務企画部　企画調整官
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（公社）兵庫県バス協会

淡路地区部会長 (淡路交通（株）)

片岸 委員

(一社)兵庫県タクシー協会淡路

部会長 ((有)みなとタクシー)

池田 委員

沼島汽船㈱

代表取締役

山内 委員

兵庫県淡路県民局

洲本土木事務所 所長

吉栖 委員

洲本商工会議所

専務理事兼事務局長

谷池 委員

五色町商工会
事務局長

川野 委員

南あわじ市商工会

事務局長

神﨑 委員

洲本市企画情報部

企画課

西原 特命参事兼課長

南あわじ警察署

交通課長

大成 委員

淡路警察署

交通課長

瀬川 委員

（株）JTB 神戸支店

支店長

冨田 委員代理

近畿日本ツーリスト（株）

公務・地域共創事業部

林 委員代理

国土交通省近畿運輸局

交通政策部交通企画課

成相 課長補佐

兵庫県土木部

交通政策課

小崎 課長

淡路市企画情報部

まちづくり政策課

野田 部長
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○ オブザーバー

（公社）兵庫県バス協会

専務理事

吉本 委員代理

国土交通省神戸運輸監理部

兵庫陸運部総務企画部

中村 企画調整官

南あわじ市総務企画部

ふるさと創生課

前川 課長

淡路市商工会

事務局長

伊藤 委員

(㈱淡路ジェノバライン

安全総括管理者取締役

清水 委員

淡路市連合町内会

会長

魚住 委員

（一社）淡路島観光協会

観光戦略室長

地白 委員



淡路島地域公共交通活性化協議会規約 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）

の規定に基づき、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活

性化及び再生を推進するための計画（以下「地域公共交通計画」という。）の

作成及び実施に関し必要な協議を行うため、淡路島地域公共交通活性化協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、副会長の属する市に置く。 

（所掌事務） 

第３条 協議会は、次の事務を所掌する。 

(1) 地域公共交通計画の作成及び変更の協議に関すること。 

(2) 地域公共交通計画の実施に係る協議に関すること。 

(3) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に係る協議に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域公共交通の活性化及び再生を推進するた

めに必要な事項の協議に関すること。 

（組織） 

第４条 協議会の委員は、次に掲げる者とする。 

(1) 計画作成市関係部長又はその指名する者 

(2) 公共交通事業者又はその指名する者 

(3) 道路管理者又はその指名する者 

(4) 港湾管理者又はその指名する者 

(5) 商工・観光団体の長又はその指名する者 

(6) 市民又は利用者を代表する者 

(7) 公安委員会の長又はその指名する者 

(8) 学識経験を有する者 

(9) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残



任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（役員） 

第６条 協議会に、次の役員を置く。 

(1) 会長１人 

(2) 副会長１人 

(3) 監事２人 

２ 会長は、委員の互選によって定め、副会長及び監事は、計画作成市の委員の

うちから会長が指名する。 

３ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

５ 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。 

（会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長がその

議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員がやむを得ず出席できない場合は、代理人をもって議決権を行使するこ

とができる。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

５ 会議は原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、会長は会議に諮って公開しないことができる。 

(1) 洲本市情報公開条例（平成１８年条例第１７号）第７条及び第８条、南あ

わじ市情報公開条例（平成１７年条例第１８号）第７条並びに淡路市情報公

開条例（平成１７年条例第１５号）第７条に規定する不開示情報が含まれる

場合 

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認

められる場合 



６ 会議の案件について、会長が急を要する事案又は軽微な事案と判断したもの

については、書面にて協議することができる。 

７ 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席

させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（傍聴） 

第８条 傍聴を希望する者は、前条第５項の規定により会議が非公開とされた場

合を除き、会議を傍聴することができる。 

２ 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（報償及び費用弁償） 

第９条 委員は、会議に出席したときは報償及び費用の弁償を受けることができ

る。 

２ 前項に規定する報償及び費用弁償の額並びに支給方法等は、会長が別に定め

る。 

（事務局） 

第10条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、副会長の属する市の交通政策担当課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費） 

第11条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、その他の収入をもって

充てる。 

（財務） 

第12条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 

（協議会が解散した場合の措置） 

第13条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切

り、会長であった者がこれを決算する。 

（補則） 

第14条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長



が協議会に諮って定める。 

   附 則 

この規約は、平成２９年３月２７日から施行する。なお、第５条第１項に示す

委員の任期は、淡路島地域公共交通活性化協議会の委員として委嘱された年度

を除く、２年とする。



 

令和７年度淡路島地域公共交通活性化協議会の活動、施策の進捗報告について 

 

１．活動状況 

①淡路島地域公共交通活性化協議会 

 日時 協議内容 

第１回 
令和 7 年 
６月 25 日 

・令和 6 年度淡路島地域公共交通網形成計画の施策報告 
・令和 6 年度協議会決算(案) 
・令和 6 年度協議会決算会計監査報告 
・令和 7 年度協議会予算(案) 
・令和 7 年度協議会スケジュール(案) 
・令和 8 年度幹線系統補助・フィーダー系統補助の計画認定申請(案) 
・協議会における事前の「包括的な合意」（案） 

第 2 回 
令和 8 年 
１月 27 日 

・令和 7 年度淡路島地域公共交通網形成計画の施策進捗報告 
・令和 7 年度幹線系統補助・フィーダー系統補助の事業評価(案) 
・令和 8 年度フィーダー系統補助計画認定申請の変更(案) 
・淡路島地域公共交通計画の変更(案) 

 

②淡路島地域公共交通活性化協議会 担当者会議 

 日時 協議内容 

第 1 回 
令和 7 年 
4 月 9 日 

（福島会⻑、3 市、県） 
・洲本市）⾃動運転の実証運⾏について 
・鮎原線の再編について 
・施策について（淡路島 MaaS、JR 舞子駅への新快速停⾞要望） 

第 2 回 
令和 7 年 
5 月 2 日 

（福島会⻑、3 市、県） 
・令和 7 年度第 1 回協議会の開催について 
・施策について（ひょうご新 IC サービス、ナンバリング） 

第 3 回 
令和 7 年 
6 月 6 日 

（福島会⻑、3 市、県） 
・令和 7 年度第１回協議会について 
・施策について（淡路島 MaaS、ナンバリング、buSmo 多言語化） 

第 4 回 
令和 7 年 
7 月 4 日 

（福島会⻑、3 市、県、(株)ズッキュン） 
・施策について（buSmo 多言語化・地図検索機能、ナンバリング、

JR ⻄日本との⾯談） 

第 5 回 
令和 7 年 
8 月 1 日 

（福島会⻑、3 市、県） 
・施策について（ナンバリング、超⼩型モビリティ認定制度） 

第 6 回 
令和 7 年 
9 月 5 日 

（福島会⻑、3 市、県、(株)パブリックテクノロジーズ） 
・施策について（淡路島 MaaS、ナンバリング） 
・持続可能な交通のあり方について（パブリックテクノロジーズ） 

第 7 回 
令和 7 年 
10 月 3 日 

（福島会⻑、3 市、県） 
・施策について（淡路島 MaaS、ナンバリング、ひょうご新 IC サー

ビス、交通計画の更新について） 

1

報告



 

第 8 回 
令和 7 年 
11 月 14 日 

（福島会⻑、3 市、県） 
・施策について（ナンバリング） 
・淡路島地域公共交通実態調査について 

第 9 回 
令和 7 年 
12 月 5 日 

（福島会⻑、3 市、県、(株)ユニ・トランド） 
・令和 7 年度第 2 回協議会の開催について 
・令和 7 年度幹線系統補助事業のヒアリングについて 
・施策について（ナンバリング） 
・淡路島地域公共交通実態調査について（ユニ・トランド） 

第 10 回 
令和 8 年 
1 月 9 日 

（福島会⻑、3 市、県） 
・令和 7 年度第 2 回協議会について 
・淡路島地域公共交通実態調査について 
・施策について（淡路島 MaaS、ナンバリング） 

 

③各市 地域公共交通会議 

  日時 協議内容 

淡路市 
第 1 回淡路市地
域公共交通会議 

令和 7 年 
６月 24 日 

・路線バス鮎原線の協議運賃について 
・淡路市コミュニティバスの評価検証について 
・岩屋地域コミュニティバスの運賃改正について 
・山田地域デマンド交通の路線追加について 等 

洲本市 
第 1 回洲本市地
域公共交通会議 

令和 7 年 
6 月 16 日 

・本四海峡バス株式会社鮎原線（ JA 淡路日の出
五⾊⽀店前〜しづかホール前）改正について 

・淡路交通縦貫線（洲本 BC 〜福良）の路線変更
について 

・洲本市コミュニティバスの運⾏実績について 

南 あ わ じ
市 

第 1 回南あわじ
市地域公共交通
会議 

令和 7 年 
7 月 17 日 

・淡路交通縦貫線のルート変更、一部バス停休止
について 

・らん・らんバスの利⽤状況について 
 

２．施策の進捗状況 

別表のとおり 

2



施
策

進
捗

状
況

管
理

表
（

目
標

値
管

理
）

R
7

.1
2

.3
1

時
点

計
画

時
点

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1

0

目
標

１
　取

組
を

推
進

し
て

い
く

た
め

の
体

制
づ

く
り

施
策

の
方

向
性

1
-1

　３
市

に
よ

る
統

一
的

な
推

進
体

制
の

構
築

施
策

1
-1

-1
　統

一
的

な
推

進
体

制
の

構
築

と
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
バ

ス
の

統
合

に
向

け
た

検
討

[計
画

]

[実
績

]
検

討
検

討
検

討

淡
路

島
地

域
内

公
共

交
通

の
総

合
調

整
の

た
め

、行
政

部
門

の
企

画
・立

案
機

能
を

統
合

検
討

・協
議

検
討

検
討

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

バ
ス

の
市

域
間

運
行

及
び

統
合

に
向

け
た

検
討

－
検

討
検

討

目
標

２
　利

便
性

の
高

い
公

共
交

通
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

形
成

施
策

の
方

向
性

２
-1

　幹
線

、準
幹

線
、支

線
等

の
路

線
の

役
割

に
応

じ
た

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
形

成

施
策

２
-1

-1
　運

行
水

準
の

維
持

・向
上

と
ニ

ー
ズ

等
に

応
じ

た
見

直
し

[計
画

]

[実
績

]
実

施
実

施
実

施

淡
路

交
通

縦
貫

線
（

洲
本

～
津

名
港

）
ル

ー
ト

変
更

（
津

名
高

校
前

経
由

）
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

縦
貫

線
（

洲
本

～
福

良
）

ル
ー

ト
変

更
（

南
あ

わ
じ

市
役

所
前

付
近

 乗
せ

換
え

）
検

討
R

7
.1

0
.1

実
施

継
続

実
施

都
志

線
（

洲
本

～
ア

ス
パ

五
色

）
増

便
､ダ

イ
ヤ

・ル
ー

ト
変

更
R

4
.1

0
.1

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

都
志

線
（

洲
本

～
奥

の
内

）
増

便
､ダ

イ
ヤ

・ル
ー

ト
変

更
R

4
.1

0
.1

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

鳥
飼

線
（

洲
本

～
陸

の
港

西
淡

）
増

便
､ダ

イ
ヤ

・ル
ー

ト
変

更
R

4
.1

0
.1

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

鳥
飼

線
（

洲
本

～
シ

ー
パ

前
）

増
便

､ダ
イ

ヤ
・ル

ー
ト

変
更

R
4

.1
0

.1
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

長
田

線
増

便
､ダ

イ
ヤ

・ル
ー

ト
変

更
R

4
.1

0
.1

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

本
四

海
峡

バ
ス

鮎
原

線
ダ

イ
ヤ

・ル
ー

ト
変

更
検

討
R

7
.9

.1
実

施
継

続
実

施

淡
路

市
コ

ミ
バ

ス
反

時
計

回
り

路
線

早
朝

便
の

運
行

実
施

実
施

継
続

実
施

洲
本

市
コ

ミ
バ

ス
－

－
－

南
あ

わ
じ

市
コ

ミ
バ

ス
全

路
線

再
編

（
ダ

イ
ヤ

・ル
ー

ト
変

更
）

検
討

R
7

.4
.1

実
施

継
続

実
施

施
策

２
-1

-2
　高

速
バ

ス
の

地
域

内
乗

降
の

拡
大

[計
画

]

[実
績

]
実

施
実

施
実

施

神
姫

バ
ス

､淡
路

交
通

三
ノ

宮
・福

良
線

 
陸

の
港

西
淡

～
福

良
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

三
ノ

宮
・西

浦
線

北
淡

IC
～

高
田

屋
嘉

兵
衛

公
園

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

三
ノ

宮
・福

良
線

淡
路

IC
～

福
良

　※
一

部
便

の
み

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

神
姫

バ
ス

､本
四

海
峡

バ
ス

北
淡

路
西

海
岸

ラ
イ

ン
岩

屋
P

T
～

北
淡

IC
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

西
日

本
JR

バ
ス

､本
四

海
峡

バ
ス

三
ノ

宮
・洲

本
線

ニ
ジ

ゲ
ン

ノ
モ

リ
～

洲
本

IC
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

目
標

値
１

　路
線

バ
ス

・コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

バ
ス

の
年

間
利

用
者

数
（

基
準

値
:R

5
）

（
目

標
値

）

【
各

市
・交

通
事

業
者

資
料

】
6

3
5

,4
5

8
人

6
9

4
,1

9
9

人
7

6
1

,7
9

1
人

5
3

2
,0

0
0

人

目
標

値
２

　路
線

バ
ス

・コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

バ
ス

へ
の

利
用

者
一

人
当

た
り

の
公

的
資

金
投

入
額

（
基

準
値

:R
4

）
（

目
標

値
）

【
各

市
・交

通
事

業
者

資
料

】
4

7
0

.9
円

/人
4

7
1

.4
円

/人
4

7
7

.7
円

/人
4

7
0

.9
円

/人

指
標

検
討

・調
整

・可
能

な
も

の
か

ら
実

施

検
討

・調
整

・可
能

な
も

の
か

ら
実

施

検
討

・調
整

・可
能

な
も

の
か

ら
実

施

3



施
策

進
捗

状
況

管
理

表
（

目
標

値
管

理
）

R
7

.1
2

.3
1

時
点

計
画

時
点

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1

0
指

標

施
策

の
方

向
性

２
-２

　市
域

を
超

え
た

移
動

環
境

の
向

上

施
策

２
-２

-1
　市

域
を

超
え

た
路

線
の

見
直

し
[計

画
]

[実
績

]
実

施
実

施
実

施

淡
路

交
通

縦
貫

線
（

洲
本

～
福

良
）

ル
ー

ト
変

更
に

よ
る

時
間

短
縮

等
検

討
R

7
.1

0
.1

実
施

継
続

実
施

本
四

海
峡

バ
ス

鮎
原

線
ダ

イ
ヤ

・ル
ー

ト
変

更
検

討
R

7
.9

.1
実

施
継

続
実

施

淡
路

市
コ

ミ
バ

ス
岩

屋
洲

本
線

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

施
策

２
-２

-2
　乗

り
継

ぎ
等

利
用

し
や

す
い

手
段

の
導

入
[計

画
]

[実
績

]
検

討
実

施
実

施

淡
路

交
通

縦
貫

線
（

洲
本

～
津

名
港

）
運

賃
低

減
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

縦
貫

線
（

洲
本

～
福

良
）

運
賃

低
減

R
4

.1
0

.1
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

由
良

線
運

賃
低

減
R

4
.1

0
.1

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

都
志

線
（

洲
本

～
ア

ス
パ

五
色

）
運

賃
低

減
R

4
.1

0
.1

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

都
志

線
（

洲
本

～
奥

の
内

）
運

賃
低

減
R

4
.1

0
.1

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

鳥
飼

線
（

洲
本

～
陸

の
港

西
淡

）
運

賃
低

減
R

4
.1

0
.1

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

鳥
飼

線
（

洲
本

～
シ

ー
パ

前
）

運
賃

低
減

R
4

.1
0

.1
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

長
田

線
運

賃
低

減
R

4
.1

0
.1

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

本
四

海
峡

バ
ス

鮎
原

線
淡

路
市

コ
ミ

バ
ス

と
共

通
乗

車
検

討
R

7
.9

.1
実

施
継

続
実

施

淡
路

市
コ

ミ
バ

ス
鮎

原
線

と
共

通
乗

車
検

討
R

7
.9

.1
実

施
継

続
実

施

洲
本

市
コ

ミ
バ

ス
五

色
地

域
線

回
数

券
を

淡
路

交
通

都
志

線
と

相
互

利
用

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

南
あ

わ
じ

市
コ

ミ
バ

ス
全

路
線

学
生

運
賃

見
直

し
検

討
R

7
.4

.1
実

施
継

続
実

施

南
北

幹
線

洲
本

市
コ

ミ
バ

ス
上

灘
・沼

島
線

と
の

乗
継

割
引

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

路
線

バ
ス

＝
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
バ

ス
乗

継
料

金
の

検
討

検
討

検
討

検
討

・調
整

実
施

検
討

・調
整

・可
能

な
も

の
か

ら
実

施

4



施
策

進
捗

状
況

管
理

表
（

目
標

値
管

理
）

R
7

.1
2

.3
1

時
点

計
画

時
点

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1

0
指

標

施
策

の
方

向
性

２
-３

　広
域

拠
点

、地
域

拠
点

の
役

割
に

応
じ

た
交

通
結

節
機

能
の

充
実

施
策

２
-３

-1
　淡

路
IC

、洲
本

IC
の

地
域

拠
点

と
し

て
の

整
備

及
び

淡
路

島
南

P
A

の
地

域
拠

点
化

の
検

討
[計

画
]

[実
績

]
協

議
協

議
実

施

淡
路

IC
高

速
バ

ス
か

ら
自

動
車

や
施

設
送

迎
バ

ス
へ

の
乗

換
機

能
向

上
協

議
協

議
協

議

洲
本

IC
高

速
バ

ス
か

ら
路

線
バ

ス
、自

動
車

に
よ

る
送

迎
、施

設
バ

ス
へ

の
乗

換
機

能
向

上
協

議
協

議
協

議

淡
路

島
南

P
A

高
速

バ
ス

停
留

所
の

設
置

､他
の

移
動

手
段

と
の

交
通

結
節

機
能

向
上

協
議

実
施

設
計

整
備

施
策

２
-３

-２
　拠

点
に

お
け

る
交

通
結

節
機

能
の

向
上

[計
画

]

[実
績

]
検

討
・協

議
検

討
・協

議
検

討
・協

議

広
域

拠
点

岩
屋

P
T

P
T

整
備

R
７

.2
.1

実
施

検
討

検
討

津
名

港
T

T
整

備
検

討
検

討
検

討

洲
本

B
C

カ
ー

シ
ェ

ア
リ

ン
グ

整
備

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

陸
の

港
西

淡
カ

ー
シ

ェ
ア

リ
ン

グ
整

備
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

福
良

カ
ー

シ
ェ

ア
リ

ン
グ

整
備

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

地
域

拠
点

淡
路

IC
検

討
検

討
検

討

東
浦

B
T

B
T

整
備

検
討

検
討

検
討

北
淡

IC
停

留
所

上
屋

修
繕

検
討

検
討

検
討

郡
家

検
討

検
討

検
討

淡
路

島
中

央
S

IC
検

討
検

討
検

討

洲
本

IC
協

議
協

議
協

議

商
業

施
設

パ
ル

テ
ィ

検
討

検
討

検
討

商
業

施
設

シ
ー

パ
検

討
検

討
検

討

淡
路

島
南

P
A

協
議

実
施

設
計

整
備

土
生

港
検

討
検

討
検

討

施
策

２
-３

-３
　乗

換
案

内
・情

報
発

信
機

能
の

統
一

[計
画

]
検

討
・調

整

[実
績

]
検

討
協

議
一

部
実

施

各
拠

点
乗

換
案

内
､情

報
発

信
の

方
法

や
内

容
の

統
一

検
討

・協
議

協
議

一
部

実
施

施
策

２
-３

-４
　乗

り
継

ぎ
時

間
の

短
縮

[計
画

]

[実
績

]
実

施
実

施
実

施

淡
路

市
コ

ミ
バ

ス
＝

淡
路

ジ
ェ

ノ
バ

ラ
イ

ン
乗

り
継

ぎ
を

考
慮

し
た

運
行

ダ
イ

ヤ
の

調
整

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

施
策

２
-３

-５
　高

速
舞

子
バ

ス
ス

ト
ッ

プ
の

交
通

結
節

機
能

強
化

[計
画

]

[実
績

]
実

施
実

施
－

乗
換

案
内

等
情

報
発

信
､待

合
機

能
の

充
実

路
面

誘
導

サ
イ

ン
設

置
（

JR
舞

子
駅

＝
高

速
バ

ス
停

）
実

施
実

施
済

ー

２
Ｆ

エ
ス

カ
レ

ー
タ

ー
入

口
サ

イ
ン

実
施

済
ー

４
Ｆ

ベ
ン

チ
更

新
実

施
済

ー

検
討

・調
整

・可
能

な
も

の
か

ら
実

施

実
施

ダ
イ

ヤ
改

定
に

あ
わ

せ
て

随
時

実
施

検
討

・調
整

実
施

5



施
策

進
捗

状
況

管
理

表
（

目
標

値
管

理
）

R
7

.1
2

.3
1

時
点

計
画

時
点

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1

0
指

標

目
標

3
　日

常
の

移
動

手
段

の
充

実
（

通
勤

・通
学

、買
物

、通
院

等
）

施
策

の
方

向
性

３
-１

　公
共

交
通

空
白

地
に

お
け

る
移

動
手

段
の

確
保

施
策

3
-1

-1
　公

共
交

通
空

白
地

に
お

け
る

地
域

内
交

通
の

導
入

[計
画

]

[実
績

]
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

淡
路

市
岩

屋
バ

ン
バ

ン
バ

ス
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

山
田

ハ
ピ

ネ
ス

山
田

号
（

デ
マ

ン
ド

バ
ス

）
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

長
沢

長
沢

ミ
ニ

バ
ス

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

洲
本

市
大

野
･鮎

屋
あ

っ
た

か
友

愛
バ

ス
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

千
草

チ
ョ

イ
ソ

コ
洲

本
実

証
運

行
検

討
検

討

南
あ

わ
じ

市
灘

N
P

O
に

よ
る

自
家

用
有

償
運

送
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

施
策

の
方

向
性

３
-２

　地
域

の
状

況
に

応
じ

た
移

動
手

段
の

充
実

施
策

3
-2

-1
　地

域
の

需
要

に
応

じ
た

移
動

手
段

の
導

入
[計

画
]

[実
績

]
検

討
・協

議
検

討
・協

議
検

討
・協

議

淡
路

市
デ

マ
ン

ド
バ

ス
要

望
地

区
に

説
明

・協
議

協
議

継
続

協
議

継
続

協
議

洲
本

市
検

討
検

討
検

討

南
あ

わ
じ

市
検

討
検

討
検

討

施
策

3
-2

-２
　福

祉
サ

ー
ビ

ス
と

の
連

携
（

介
護

保
険

送
迎

、福
祉

有
償

、移
動

支
援

施
策

等
）

[計
画

]

[実
績

]
検

討
検

討
検

討

淡
路

市
検

討
検

討
検

討

洲
本

市
検

討
検

討
検

討

南
あ

わ
じ

市
検

討
検

討
検

討

目
標

値
3

　住
ま

い
の

地
域

の
公

共
交

通
が

便
利

だ
と

思
う

人
の

割
合

（
基

準
値

:R
4

）
R

6
.6

.3
発

表
R

7
.7

.4
発

表
R

8
.1

.2
3

発
表

（
目

標
値

）

【
「

兵
庫

の
豊

か
さ

指
標

」
県

民
意

識
調

査
】

1
2

.0
%

1
3

.5
%

1
2

.0
%

1
5

.1
%

1
2

.0
%

継
続

実
施

検
討

・調
整

・可
能

な
も

の
か

ら
実

施

継
続

実
施
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施
策

進
捗

状
況

管
理

表
（

目
標

値
管

理
）

R
7

.1
2

.3
1

時
点

計
画

時
点

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1

0
指

標

目
標

４
　非

日
常

の
移

動
手

段
の

充
実

（
観

光
等

）

施
策

の
方

向
性

４
-１

　観
光

に
対

応
し

た
移

動
手

段
の

充
実

施
策

４
-1

-1
　二

次
交

通
の

充
実

[計
画

]

[実
績

]
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

淡
路

市
レ

ン
タ

カ
ー

岩
屋

P
T

､東
浦

B
T

､夢
舞

台
、野

島
､楠

本
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

カ
ー

シ
ェ

ア
岩

屋
P

T
､東

浦
B

T
､夢

舞
台

、郡
家

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

レ
ン

タ
サ

イ
ク

ル
岩

屋
P

T
､東

浦
B

T
､夢

舞
台

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

洲
本

市
レ

ン
タ

カ
ー

市
内

5
箇

所
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

カ
ー

シ
ェ

ア
洲

本
B

C
､小

路
谷

－
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

レ
ン

タ
サ

イ
ク

ル
洲

本
B

C
､高

田
屋

嘉
兵

衛
公

園
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

シ
ェ

ア
サ

イ
ク

ル
洲

本
B

C
（

市
街

地
周

遊
）

実
施

継
続

実
施

定
額

タ
ク

シ
ー

拠
点

：洲
本

B
C

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

南
あ

わ
じ

市
レ

ン
タ

カ
ー

福
良

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

カ
ー

シ
ェ

ア
陸

の
港

西
淡

､福
良

､慶
野

､阿
万

吹
上

､阿
那

賀
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

レ
ン

タ
サ

イ
ク

ル
陸

の
港

西
淡

､福
良

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

定
額

タ
ク

シ
ー

拠
点

：陸
の

港
西

淡
－

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

目
標

値
4

　レ
ン

タ
カ

ー
、カ

ー
シ

ェ
ア

が
導

入
さ

れ
て

い
る

広
域

拠
点

数
（

基
準

値
:R

5
）

（
目

標
値

）

3
箇

所
5

箇
所

5
箇

所
5

箇
所

5
箇

所

施
策

の
方

向
性

4
-２

　広
域

乗
換

拠
点

か
ら

の
交

通
手

段
の

充
実

施
策

4
-2

-1
　空

港
等

か
ら

の
交

通
手

段
の

充
実

[計
画

]

[実
績

]
実

施
実

施
実

施

関
西

国
際

空
港

、伊
丹

空
港

、神
戸

空
港

、J
R

新
神

戸
駅

と
の

交
通

手
段

の
充

実
実

施
実

施
実

施
実

施

徳
島

空
港

か
ら

の
新

規
バ

ス
路

線
の

整
備

実
証

運
行

実
証

運
行

実
証

運
行

実
証

運
行

目
標

値
５

　空
港

や
新

幹
線

駅
か

ら
の

バ
ス

路
線

の
設

定
状

況
（

基
準

値
:R

5
）

（
目

標
値

）

6
路

線
6

路
線

6
路

線
6

路
線

7
路

線

検
討

・調
整

・可
能

な
も

の
か

ら
実

施

検
討

・調
整

・可
能

な
も

の
か

ら
実

施

7



施
策

進
捗

状
況

管
理

表
（

目
標

値
管

理
）

R
7

.1
2

.3
1

時
点

計
画

時
点

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1

0
指

標

目
標

5
　持

続
可

能
な

公
共

交
通

の
実

現

施
策

の
方

向
性

５
-１

　シ
ー

ム
レ

ス
な

移
動

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
、M

a
a

S
の

推
進

施
策

５
-1

-１
　総

合
的

な
公

共
交

通
情

報
の

発
信

[計
画

]

[実
績

]
実

施
実

施
継

続
実

施

多
様

な
情

報
媒

体
に

よ
る

情
報

発
信

淡
路

市
公

式
L

IN
E

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

洲
本

市
公

式
L

IN
E

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

南
あ

わ
じ

市
公

式
L

IN
E

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

検
索

ア
プ

リ
「

b
u
S

m
o
（

バ
ス

モ
）

」
多

言
語

対
応

（
英

語
）

実
施

実
施

継
続

実
施

レ
ン

タ
カ

ー
､カ

ー
シ

ェ
ア

､タ
ク

シ
ー

案
内

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

多
言

語
対

応
（

中
国

語
（

繫
体

､簡
体

）
、韓

国
語

）
R

8
.3

実
施

予
定

継
続

実
施

地
図

検
索

機
能

R
8

.3
実

施
予

定
継

続
実

施

G
T

F
S

-J
P

（
静

的
デ

ー
タ

）
整

備
高

速
バ

ス
､路

線
バ

ス
､コ

ミ
バ

ス
､船

舶
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

G
T

F
S

-R
T

（
動

的
デ

ー
タ

）
整

備
淡

路
市

コ
ミ

バ
ス

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

洲
本

市
コ

ミ
バ

ス
､南

あ
わ

じ
市

コ
ミ

バ
ス

実
施

継
続

実
施

施
策

５
-1

-２
　バ

ス
の

統
一

的
な

ナ
ン

バ
リ

ン
グ

[計
画

]
検

討
・調

整

[実
績

]
検

討
・調

整
実

施
実

施

ナ
ン

バ
リ

ン
グ

の
整

備
淡

路
市

コ
ミ

バ
ス

協
議

実
施

実
施

洲
本

市
コ

ミ
バ

ス
協

議
協

議
実

施

南
あ

わ
じ

市
コ

ミ
バ

ス
協

議
協

議
実

施

路
線

バ
ス

検
討

協
議

実
施

高
速

バ
ス

検
討

協
議

検
討

継
続

実
施

実
施

統
一

的
系

統
ナ

ン
バ

リ
ン

グ
確

定

8



施
策

進
捗

状
況

管
理

表
（

目
標

値
管

理
）

R
7

.1
2

.3
1

時
点

計
画

時
点

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1

0
指

標

施
策

５
-1

-３
　キ

ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス

化
の

推
進

[計
画

]

[実
績

]
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

高
速

バ
ス

淡
路

交
通

交
通

系
IC

カ
ー

ド
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

神
姫

バ
ス

交
通

系
IC

カ
ー

ド
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

 
本

四
海

峡
バ

ス
交

通
系

IC
カ

ー
ド

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

 
西

日
本

JR
バ

ス
交

通
系

IC
カ

ー
ド

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

み
な

と
観

光
バ

ス
交

通
系

IC
カ

ー
ド

､ク
レ

ジ
ッ

ト
カ

ー
ド

､電
子

マ
ネ

ー
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

路
線

バ
ス

淡
路

交
通

バ
ス

モ
リ

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

P
a

yP
a

y
－

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

本
四

海
峡

バ
ス

バ
ス

モ
リ

－
－

実
施

継
続

実
施

コ
ミ

バ
ス

淡
路

市
コ

ミ
バ

ス
バ

ス
モ

リ
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

P
a

yP
a

y
－

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

洲
本

市
コ

ミ
バ

ス
P

a
yP

a
y

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

イ
オ

ン
ペ

イ
－

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

南
あ

わ
じ

市
コ

ミ
バ

ス
P

a
yP

a
y

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

イ
オ

ン
ペ

イ
－

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

施
策

５
-1

-４
　周

遊
パ

ス
の

充
実

や
交

通
モ

ー
ド

を
超

え
た

乗
り

継
ぎ

切
符

の
導

入
[計

画
]

[実
績

]
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

バ
ス

旅
ひ

ょ
う

ご
（

北
淡

路
エ

リ
ア

）
高

速
バ

ス
（

往
復

）
､路

線
バ

ス
･淡

路
市

コ
ミ

バ
ス

（
1

日
o
r2

日
）

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

バ
ス

旅
ひ

ょ
う

ご
（

南
淡

路
エ

リ
ア

）
高

速
バ

ス
（

往
復

）
､路

線
バ

ス
･洲

本
市

コ
ミ

バ
ス

･南
あ

わ
じ

市
コ

ミ
バ

ス
（

1
日

o
r2

日
）

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

明
石

海
峡

・島
た

び
パ

ス
高

速
バ

ス
（

片
道

）
､高

速
船

（
片

道
）

､淡
路

市
コ

ミ
バ

ス
（

1
日

）
－

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

花
・食

巡
り

切
符

高
速

船
（

往
復

）
､淡

路
市

コ
ミ

バ
ス

（
1

日
o
r2

日
）

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

継
続

実
施

淡
路

交
通

路
線

バ
ス

・深
日

洲
本

ラ
イ

ナ
ー

共
通

券
　　

高
速

船
（

往
復

）
､路

線
バ

ス
（

1
日

）
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

オ
ニ

オ
ン

バ
ス

フ
リ

ー
券

徳
島

空
港

線
･路

線
バ

ス
･南

あ
わ

じ
市

コ
ミ

バ
ス

（
1

日
o
r2

日
）

実
施

継
続

実
施

廃
止

廃
止

検
討

・調
整

・可
能

な
も

の
か

ら
実

施

検
討

・調
整
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能

な
も

の
か

ら
実

施
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施
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－
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実
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齢

者
へ

の
働

き
か

け
淡

路
交

通
路

線
バ

ス
_5

0
%

O
F

F
実

施
継

続
実

施
継

続
実

施

（
運

転
免

許
自

主
返

納
支

援
）

淡
路

市
コ

ミ
バ

ス
_5

年
間

の
無

料
乗

車
券

配
布

実
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実
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]
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績
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績
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台
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継
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施
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策
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績
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携
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ー
タ

等
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討
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施
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続
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施
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続
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施

検
討
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整

・可
能
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実
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１. 協議会が目指す地域公共交通の将来像 

公共交通の将来像 

 

■地域特性 

淡路島は、洲本市、南あわじ市及び淡路市の３市で構成され、瀬戸内海の東端に位

置し、南北５５㎞・東西２８㎞の細長い島で、総面積は５９５．６３㎢、人口は令和

７年１２月末時点で１２３，９７７人である。 

 

■淡路島地域公共交通計画 

淡路島では、人口減少や少子高齢化、モータリゼーションの進展、公共交通の運転

手不足などにより、地域公共交通を取り巻く状況は厳しさを増している。一方、住民

の暮らしや活動において移動は不可欠であり、地域公共交通は重要な役割を担ってい

る。地域の活力を将来にわたり維持するためには、公共交通ネットワークの形成とサ

ービスの維持・改善が不可欠である。住民・交通事業者・行政が望ましい姿を共有し、

役割を再認識した上で、総合的に地域公共交通政策を推進する指針として淡路島地域

公共交通計画を策定し、取り組みを進めている。 

 

■計画の目標及び期間 

①取組を推進していくための体制づくり  

②利便性の高い地域公共交通ネットワークの形成  

③日常の移動手段の充実（通勤・通学、買い物、通院等）  

④非日常の移動手段の充実（観光等） 

⑤持続可能な地域公共交通の実現 

期間は、2024 年度から 2028 年度までの 5 年間 

 

■公共交通の将来像 

・地域の将来像における位置づけ 

淡路島各市の総合計画などと整合、連携を図りながら、地域公共交通政策の方向性

等を定め、住民、交通事業者、企業、団体、行政等地域の人々が一体となって取り組

む諸施策を示し、持続可能な地域公共交通の実現 

・公共交通の機能分類とサービス水準等の設定 

 

 

 

 

 
 

 

 ネットワークを担う主な交通機関 役割 

公共 
交通 

高速バスネットワーク 高速バス 島内と島外を結ぶ広域交通の軸。 

幹線 年間利⽤者数５万⼈以上の路線バス・コミュ
ニティバス 

島内の広域拠点を結ぶ島内移動ネットワークの
主軸。 

準幹線 年間利⽤者数１万⼈以上、５万⼈未満の
路線バス・コミュニティバス 

広域拠点と地域拠点を結ぶ、幹線を補完する
軸。 

支線 年間利⽤者数１万⼈未満のコミュニティバス・
⾃主運⾏バス 

幹線や拠点と周辺地域を結ぶ、地域の移動を
支える軸。 

その他 
船舶 島内と島外や離島を結ぶ、生活を支える軸。 

タクシー 幹線、準幹線、支線を補完して、多様な移動ニ
ーズに応える。 

福祉交通 福祉有償運送・介護タクシー等 公共交通で対応できない方の輸送手段。 

 

淡路島地域公共交通活性化協議会（ネットワーク全体の評価） 

近畿様式 

協議１-１
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公共交通ネットワークのイメージ図 

※別添で添付して下さい。 

 
２. 目標設定及びその達成状況の評価に関する事項 

 
３. 目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 

（１） 取組経緯 

 

 

 

 

 

 

（２） 目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等 

 

地域公共交通確保維持改善事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 種別 事業概要 

地域間幹線系統 

（循環線、縦貫

線） 

事業者 
R6.10.1～ 

R7.9.30 
幹 

通勤・通学、通院、買物等の住

民の日常生活を支える身近な公共

交通機関として重要な役割を果た

している生活交通バスの維持確保を

図るため、路線バスに対して支援 

補助対象事業 

 

「淡路島地域公共交通計画」において、目標達成に向けた施策を定め公共交通施

策を推進している。 

 

目標値は、公共交通計画策定時の利用実績を基に設定している。 

国の補助制度（車両購入費補助を含む）や島内３市の補助制度等を活用し、移動手

段の確保に努めた結果、協議運賃の導入による運賃低減効果もあり、利用者数は目標

値を上回った。 

一方、公的資金投入額は、バス車両購入費や燃料費・人件費の高騰等の影響により

運行経費が増加し、目標値を下回った。なお、車両購入費を除いた場合の投入額は 477.

７円であり、計画策定時と比べて若干の増加にとどまっている。 

 
指標 

目標値 

（2028 年） 

実績 

（2025 年） 

目標値１ 路線バス・コミュニティバスの年間利用

者数 
532,000 人 761,791 人 

目標値２ 路線バス・コミュニティバスへの利用者

一人当たりの公的資金投入額 
470.9 円 477.7 円 
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【種別】幹：地域間幹線系統、フ：地域内フィーダー系統、策：計画策定事業、利策：利便増進計画

策定事業、利推：利便増進計画推進事業、継策：運送継続計画策定事業、継推：運送継続計

画推進事業 

 
その他補助事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

    

    

    

 

 

 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

「 バ ス 旅 ひ ょ う

ご」キャンペーン

の実施 

バス協会 

行政 

交通事業者 

Ｈ28～ 

 交流人口の増加による既存の生

活交通バスの維持・確保に向け、

観光施設等を生活交通バスで巡る

キャンペーンを実施 

 

（３） 生産性向上の視点から取り組んだ事業 

※「（２）目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等」のうち、生産性向

上を目指して取り組んだ事業について、その内容を記入して下さい。 

※上記以外の事業においても、該当する事業・取組等があれば、その内容を記入して

下さい。 

事業 取組内容 効果目標 

バス乗車キャン

ペーン 

（ 淡 路 市 ・ 洲 本

市・南あわじ市） 

・島内路線バスとも連携し、こどもの日等に

バス乗車キャンペーンを実施 

生活交通バス利

用者の増加。利

用 促 進 策 と し

て、次年度以降

も引き続き、継

続事業として実

施予定 

キャッシュレス

決済の導入 

（淡路市・洲本市） 

・PayPay、イオンペイを導入 

 

目標値は設定し

ていないが、利

用 促 進 策 と し

て、次年度以降

も引き続き、継

続事業として実

施予定 

非補助事業 
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バス旅ひょうご

キャンペーンの

実施 

（淡路市・洲本市） 

バス旅ひょうご（高速バス、コミバスの企画

乗車券の設定（沿線上施設の特典付き） 

目標値は設定し

ていないが、利

用 促 進 策 と し

て、次年度以降

も引き続き、継

続事業として実

施予定 

 

 

４. 具体的取組に対する評価 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

５. 自己評価から得られた課題と対応方針 

課  題 課題への対応方針 

自動車交通の普及や人口減少、少子化の

進行等により、路線バス等の利用者数の減

少傾向が続いている。 

また、今後、運転士不足による路線の減

便、廃止が見込まれ、いかに地域公共交通

を維持、確保がしていくかが課題である。 

引き続き、路線バス、コミュニティバ

スの運行、及び地域住民等主体のコミュ

ニティバスや既存の交通手段の活用な

どについて、国、県、島内 3 市、バス事

業者が連携して取り組み、地域の移動手

段の確保に努める。 

 

 

 

 

国、淡路島 3 市の適切な役割分担のもと、路線バスやコミュニティバス等の生活

交通バスの運行経費、車両購入にかかる経費を支援した。また、令和 6 年 10 月か

ら利用促進策として、路線バスの協議運賃化を実施した。 

県バス協会等が実施する観光客に生活交通バス利用を促す「バス旅ひょうごキャ

ンペーン」も引き続き実施した。 

これらの島内３市、事業者と連携した総合的な取組により、身近な移動手段の確

保・維持につながった。目標値を上回った。 

 

 
指標 

目標値 

（2028 年） 

実績 

（2025 年） 

目標値１ 路線バス・コミュニティバスの年間利用

者数 
532,000 人 761,791 人 

目標値２ 路線バス・コミュニティバスへの利用者

一人当たりの公的資金投入額 
470.9 円 477.7 円 
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１．昨年まで（直近）の二次評価の活用・対応状況 

昨年まで（直近）の二次 
評価における事業評価結

果 

事業評価結果の反映状況 
（具体的対応内容） 

今後の対応方針 

目標・効果について、達成

できなかった系統がある

ものの、新型コロナの影響

による減収から一定の回

復傾向にある中で、MM や

利用促進イベントを実施

する等、事業実施の適切性

は評価できる。 

利用促進事業の効果検証

などを実施しながら、引き

続き効果的な利用促進施

策の実施に努められたい。 

誰も（住民、来訪者）が

分かりやすく、使いやすい

公共交通の実現をめざし、

国、県、島内 3 市、事業者

が連携した取組を推進す

る。 

 

 引き続き、路線バス、コ

ミュニティバスの運行、及

び地域住民等主体のコミ

ュニティバスや既存の交

通手段の活用などについ

て、国、県、島内 3 市、バ

ス事業者が連携して取り

組み、地域の移動手段の確

保に努める。 

 また、地域特性に応じた

移動手段の確保、自動運転

等の新たな技術の活用、観

光需要の取込などを検討

する。 

１．直近の第三者評価の活用・対応状況 

２．アピールポイント、特に工夫した点など 

 

（１）バス乗車キャンペーン 

 島内 3 市と事業者が連携し、敬老の日などに路線バス、コミュニティバス 1 乗車 100

円にするなどの利用促進策を実施し、利用促進に取り組んだ。 

 

（２）路線バスの協議運賃化 

 令和 4 年度から路線バスの運賃を 4 割削減する取組を島内で実施し、、令和 6 年 10

月から島内の幹線を運行する路線バス全域で実施した。 

 

 

 

 

 

 

旧兵庫県生活交通対策地域協議会（これまでの経緯） 
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別添：公共交通ネットワークのイメージ図 
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①
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③
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又
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切
性

⑤
目
標
・
効
果
達
成
状
況

　
燃
料
費
の
高
騰
な
ど
運
行
経
費

の
増
大
な
ど
厳
し
い
状
況
の
な
か
、

国
補
助
制
度
の
活
用
や
県
・
市
町

独
自
の
補
助
制
度
等
に
よ
り
、
島

民
生
活
に
必
要
な
移
動
手
段
の
確

保
・
維
持
を
行
な
っ
た
。

Ａ

　
燃
油
価
格
高
騰
や
人
材
不
足

等
の
厳
し
い
経
営
環
境
が
続
く

中
、
国
補
助
制
度
の
活
用
、
島

内
３
市
、
事
業
者
の
連
携
度
等

に
よ
り
、
島
民
生
活
に
必
要
な

移
動
手
段
の
確
保
・
維
持
を
行

な
っ
た
。

・
既
に
導
入
済
み
の
「
Q
R
コ
ー
ド
決
済
（
P
ay
P
ay
）
」
の
ほ
か
、
県
や

市
町
の
取
り
組
み
で
あ
る
「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
デ
ジ
タ
ル
商
品
券
」
等

の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
へ
積
極
的
に
店
舗
登
録
し
、
参
加
す
る
こ
と

で
お
客
様
の
利
便
性
向
上
と
共
に
、
自
治
体
と
の
連
携
強
化
を
図

る
。

・
引
き
続
き
、
利
用
促
進
策
の
一
環
と
し
て
の
年
間
行
事
（
こ
ど
も
の

日
、
敬
老
の
日
、
年
末
年
始
等
在
来
線
割
引
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）
を
実

施
し
、
路
線
バ
ス
の
認
知
度
を
高
め
、
利
用
者
増
を
目
指
す
。

・
淡
路
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
「
あ
わ
神
あ
わ
姫
バ
ス
」
と
の
乗
継
利
用

の
実
態
を
把
握
し
、
ダ
イ
ヤ
の
調
整
等
に
よ
る
利
用
促
進
を
図
る
。

・
日
常
生
活
で
の
路
線
バ
ス
の
必
要
性
を
訴
え
る
と
共
に
、
将
来
の

バ
ス
利
用
者
へ
の
誘
致
を
目
指
し
、
小
学
校
低
学
年
の
児
童
向
け
に

「
バ
ス
の
乗
り
方
教
室
」
を
定
期
的
に
開
催
す
る
。

本
四
海
峡
バ
ス
㈱

「
岩
屋
ポ
ー
ト
タ
ー
ミ
ナ
ル
～
志
筑
・

郡
家
・
室
津
～
岩
屋
ポ
ー
ト
タ
ー
ミ

ナ
ル
」
の
運
行

計
画
ど
お
り
事
業
を
適

切
に
実
施

Ａ

・
淡
路
島
へ
来
島
す
る
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
客
並
び
に
国
内
客
の
利
便
性

向
上
を
図
る
べ
く
、
引
き
続
き
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
用
い
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
等
を
活
用
す
る
。

・
淡
路
市
内
の
公
共
交
通
主
要
幹
線
と
し
て
、
淡
路
市
と
連
携
し
な
が

ら
、
更
な
る
利
用
促
進
策
を
策
定
す
る
。

・
高
校
生
に
対
す
る
通
学
定
期
補
助
制
度
（
淡
路
市
主
体
）
を
活
用
し

沿
線
高
校
へ
の
周
知
並
び
に
利
用
促
進
を
実
施
す
る
。

・
小
学
生
を
対
象
に
「
バ
ス
の
乗
り
方
教
室
」
を
淡
路
市
と
連
携
し
開

催
す
る
。

淡
路
交
通
㈱

「
洲
本
B
C
～
志
筑
･津
名
高
校
前

～
津
名
港
」
の
運
行

Ａ
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地
域
の
交
通
の
目
指
す
姿

（
事
業
実
施
の
目
的
・
必
要
性
）

〈
地
域
の
交
通
の
目
指
す
姿
〉

住
民
及
び
来
訪
者
の
広
域
移
動
か
ら
地
域
内
移
動
ま
で
の
多
様
な
移
動
に
対
し
て
、
高
速
バ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
幹
線
、
準
幹
線
、
支
線

等
が
役
割
に
基
づ
く
階
層
性
を
も
ち
、
交
通
結
節
点
で
円
滑
に
接
続
す
る
、
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
目
指
す
。

〈
事
業
実
施
の
目
的
・
必
要
性
〉

乗
合
バ
ス
は
、
島
内
の
広
域
拠
点
を
結
ぶ
移
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
主
軸
で
あ
り
、
島
民
の
日
常
生
活
を
支
え
る
不
可
欠
な
公
共
交
通
で
あ

る
。
島
内
３
市
、
事
業
者
が
連
携
し
て
バ
ス
路
線
の
維
持
確
保
を
図
り
、
乗
合
バ
ス
の
利
用
促
進
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
地
域
間
幹
線
系
統

確
保
維
持
国
庫
補
助
金
等
を
活
用
し
て
バ
ス
事
業
者
の
運
行
継
続
を
支
援
す
る
。

別
添
１
－
２

事
業
実
施
と
地
域
公
共
交
通
計
画
と
の
関
連
に
つ
い
て

令
和
8
年
1
月
2
7
日

協
議
会
名
：

淡
路
島
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会

評
価
対
象
事
業
名
：

陸
上
交
通
に
係
る
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
（
地
域
間
幹
線
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金
)
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1 

 

 

 

１. 協議会が目指す地域公共交通の将来像 

公共交通の将来像 

 

■地域特性 

淡路島は、洲本市、南あわじ市及び淡路市の３市で構成され、瀬戸内海の東端に位

置し、南北５５㎞・東西２８㎞の細長い島で、総面積は５９５．６３㎢、人口は令和

７年１２月末時点で１２３，９７７人である。 

 

■淡路島地域公共交通計画 

淡路島では、人口減少や少子高齢化、モータリゼーションの進展、公共交通の運転

手不足などにより、地域公共交通を取り巻く状況は厳しさを増している。一方、住民

の暮らしや活動において移動は不可欠であり、地域公共交通は重要な役割を担ってい

る。地域の活力を将来にわたり維持するためには、公共交通ネットワークの形成とサ

ービスの維持・改善が不可欠である。住民・交通事業者・行政が望ましい姿を共有し、

役割を再認識した上で、総合的に地域公共交通政策を推進する指針として淡路島地域

公共交通計画を策定し、取り組みを進めている。 

 

■計画の目標及び期間 

①取組を推進していくための体制づくり  

②利便性の高い地域公共交通ネットワークの形成  

③日常の移動手段の充実（通勤・通学、買い物、通院等）  

④非日常の移動手段の充実（観光等） 

⑤持続可能な地域公共交通の実現 

期間は、2024 年度から 2028 年度までの 5 年間 

 

■公共交通の将来像 

・地域の将来像における位置づけ 

淡路島各市の総合計画などと整合、連携を図りながら、地域公共交通政策の方向性

等を定め、住民、交通事業者、企業、団体、行政等地域の人々が一体となって取り組

む諸施策を示し、持続可能な地域公共交通の実現 

・公共交通の機能分類とサービス水準等の設定 

 

 

 

 

 
 

 

淡路島地域公共交通活性化協議会（ネットワーク全体の評価） 

近畿様式 

 ネットワークを担う主な交通機関 役割 

公共 
交通 

高速バスネットワーク 高速バス 島内と島外を結ぶ広域交通の軸。 

幹線 年間利⽤者数５万⼈以上の路線バス・コミュ
ニティバス 

島内の広域拠点を結ぶ島内移動ネットワークの
主軸。 

準幹線 年間利⽤者数１万⼈以上、５万⼈未満の
路線バス・コミュニティバス 

広域拠点と地域拠点を結ぶ、幹線を補完する
軸。 

支線 年間利⽤者数１万⼈未満のコミュニティバス・
⾃主運⾏バス 

幹線や拠点と周辺地域を結ぶ、地域の移動を
支える軸。 

その他 
船舶 島内と島外や離島を結ぶ、生活を支える軸。 

タクシー 幹線、準幹線、支線を補完して、多様な移動ニ
ーズに応える。 

福祉交通 福祉有償運送・介護タクシー等 公共交通で対応できない方の輸送手段。 

 

協議１-２
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公共交通ネットワークのイメージ図 

※別添で添付して下さい。 

 

２. 目標設定及びその達成状況の評価に関する事項 

 
３. 目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 

（１） 取組経緯 

 

（２） 目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等 

 

地域公共交通確保維持改善事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 種別 事業概要 

淡路市生活観光バ

ス 

 

淡路市 

（運行委託

先：本四海

峡(株)） 

R6.10.1

～ 

R7.9.30 

フ 定時定路線型で生活路線につい

ては、東浦バスターミナル～北

淡事務所間を平日 9 往復/日、休

日 8 往復/日運行し、観光路線に

ついては、10 月～11 月、及び

3 月～9 月の休日を 18 便/日運

行する。 

目標値は、公共交通計画策定時の利用実績を基に設定している。 

国の補助制度（車両購入費補助を含む）や島内３市の補助制度等を活用し、移動手段

の確保に努めた結果、協議運賃の導入による運賃低減効果もあり、利用者数は目標値

を上回った。 

一方、公的資金投入額は、バス車両購入費や燃料費・人件費の高騰等の影響により運

行経費が増加し、目標値を下回った。なお、車両購入費を除いた場合の投入額は 477.

７円であり、計画策定時と比べて若干の増加にとどまっている。 

 
指標 

目標値 

（2028 年） 

実績 

（2025 年） 

目標値１ 路線バス・コミュニティバスの年間利用

者数 
532,000 人 761,791 人 

目標値２ 路線バス・コミュニティバスへの利用者

一人当たりの公的資金投入額 
470.9 円 477.7 円 

 

補助対象事業 

「淡路島地域公共交通計画」において、目標達成に向けた施策を定め公共交通施

策を推進している。 
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洲本市コミュニテ

ィバス（五色中央

ルート） 

洲本市 

（運行委託

先：(株)洲本

観光タクシ

ー） 

R6.10.1

～ 

R7.9.30 

フ 定時定路線型で洲本バスセンタ

ーと高田屋嘉兵衛公園を起終点

とし、4.5 便/日を運行する。 

【種別】幹：地域間幹線系統、フ：地域内フィーダー系統、策：計画策定事業、利策：利便増進計画

策定事業、利推：利便増進計画推進事業、継策：運送継続計画策定事業、継推：運送継続計画

推進事業 

 
その他補助事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

岩屋地域コミュニ

ティバス 

(株)恵比寿 平成 21 年度 

通年 
定時定路線型で岩屋地域 8.5km を

1 日 30 便運行する。 

山田地域デマンド

交通 

山田まちづ

くり協議会 

平成 24 年度 

通年 
路線不定期型で山田地域と津名地

域、五色地域の 25.0Km を 1 日最

大 8 便運行する。 

 

 

 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

洲本市コミュニテ

ィバス（上灘・沼島

線） 

洲本市（運

行委託先：

洲本観光タ

クシー） 

平成 24 年・

通年 

令和元年 10 月１日より南あわじ

市の沼島汽船場前まで延伸し、４

便/日を運行。沿線住民並びに沼島

へ向かう観光客の移動手段を確保

する。 

「 バ ス 旅 ひ ょ う

ご」キャンペーン

の実施 

バス協会 

行政 

交通事業者 

Ｈ28～ 

 交流人口の増加による既存の生

活交通バスの維持・確保に向け、

観光施設等を生活交通バスで巡る

キャンペーンを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非補助事業 
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生産性向上の視点から取り組んだ事業 

※「（２）目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等」のうち、生産性

向上を目指して取り組んだ事業について、その内容を記入して下さい。 

※上記以外の事業においても、該当する事業・取組等があれば、その内容を記入して

下さい。 

事業 取組内容 効果目標 

バス乗車キャン

ペーン 

（淡路市・洲本市・

南あわじ市） 

・島内路線バスとも連携し、

こどもの日等にバス乗車キャ

ンペーンを実施 

生活交通バス利用者の増加。利

用促進策として、次年度以降も

引き続き、継続事業として実施

予定 

キャッシュレス

決済の導入 

（淡路市・洲本市） 

・PayPay、イオンペイを導入 

 

目標値は設定していないが、利

用促進策として、次年度以降も

引き続き、継続事業として実施

予定 

バス旅ひょうご

キャンペーンの

実施 

（淡路市・洲本市） 

バス旅ひょうご（高速バス、

コミバスの企画乗車券の設定

（沿線上施設の特典付き） 

目標値は設定していないが、利

用促進策として、次年度以降も

引き続き、継続事業として実施

予定 

フラワーリング

バス（観光周遊

回り）の運行 

（淡路市） 

観光客向けの観光周遊ルート

を時計回り・反時計回りに整

理し、利用者にとって利用し

やすいバス路線として継続運

行 

利用者は、運行期間の拡大に

より、１便あたり５．５人と昨

年度を少し上回った。 

※次年度以降も引き続き、継続

事業として実施予定 

高速バス・高速

船の企画乗車券

の設定 

（淡路市） 

高速バス、高速船、コミバス

の企画乗車券の設定 

観光客の利用促進策として、今

年度、新たな企画乗車券を設定

した。目標値の設定はないが、

次年度以降も引き続き、継続事

業として実施し、更なる利用促

進に努めていく予定 

淡路市生活観光

バスの運行 

（淡路市） 

地域住民の需要に応じた運行

計画の見直し 

要望や問い合わせ等により、利

用者の声を把握して整理し、利

便性の向上 

 

 



5 

 

４. 具体的取組に対する評価 

 
 
 
 

 

【淡路市生活観光バス】 

運行については、事業が計画に位置付けられたとおり適切に実施することができ

たが、 

【目標】・利用者数 ２５，５００人 

・公的資金投入額 ８６２．４円 

・収支率（３０．５％） 

 

【実績】・利用者数 ３０，６１２人 

・公的資金投入額：905.6 円 市負担額：２７，７２３千円  

・収支率３１．６％ 

 

 利用者について、高校生などの通学者助成により、利用者数、収支率が目標を達成

したが、原油高騰による燃料費などの高騰などにより運行経費が増加し、公的資金

投入額が目標値を下回り、全ての目標達成ができなかった。今後も利用促進と利便

性の向上を図り運行継続していく。 

 

【洲本市コミュニティバス 五色中央ルート） 

・令和４年 10 月にバス路線の再編を実施したことにより、利用者は増加傾向にあ

った。 

・令和 7 年度実績は前年比 47 名のマイナスとなったが、旧五色町と洲本市街地を

結ぶ生活路線として維持確保に努める。 

・バス路線の再編による運賃負担の軽減やダイヤ改正、路線バスの乗り放題切符に

よる利用者数の増加を目指した結果、目標とする利用者数を達成することができた。 

 

【目標】運行回数：4.5 便/日 

利用者数：1 運行あたり 2.0 人以上の利用者数 

 

【実績】運行回数：4.5 便/日 

利用者数：1 運行あたり 3.66 人の利用者数 
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５. 自己評価から得られた課題と対応方針 

課  題 課題への対応方針 

今年度は、原油高騰による燃料費、修繕費

用の増加、人件費の高騰もあり、一部目標

を達成することが出来ない部分もあった

が、引き続き目標を達成するために利用促

進を図る。 

意見書や問合せ等により利用者の意

見や苦情を整理し、改正や利用促進策等

を講じ、更なる利用者数の増加、また、

利便性の向上を図る。 

 

人口減少が進む中、今後、沿線住民の利用

のみで利用者数の増加を見込むことは難

しい。 

 

現在実施している高速バスと連携した

乗り放題切符を継続し、淡路島外から訪

れる観光客のコミバス利用を促すこと

で、利用者数の増加を図る。 

普段コミバスを利用しない方（自家用車で

移動する方）のコミバス利用への転換が課

題。 

 

 

淡路島は自家用車の依存度が高い地域

であるが、島内路線バスと連携した乗車

キャンペーンを継続し、窓口を広げるこ

とでコミバス利用のきっかけづくりを

行う。 

利便性のさらなる向上に向け、余裕を持っ

たダイヤ編成を検討し、コミバスと高速バ

スや路線バスとの接続を調整していく必

要がある。 

共通乗車券の取り組みなど、運行事業者

との連携を継続する。 

 

 

１．昨年まで（直近）の二次評価の活用・対応状況 

昨年まで（直近）の二次 
評価における事業評価結果 

事業評価結果の反映状況 
（具体的対応内容） 

今後の対応方針 

適切に事業を実施し、目標

効果が達成されたことは評

価できる。 

事業を適切に安定して継続

している。 

観光周遊回りの運行を、

次年度以降も引き続き、継

続事業として実施予定で

ある。 

利用者のニーズ把握をおこ

ない、利便性向上のための

適切な取組を、検討・実施さ

れたい。 

適宜、淡路市広報月刊号に

今後の取組み内容等の紹介

を掲載し、公共交通に対す

る関心と利用促進に努めて

いる。 

 アンケート調査等によ

る利用者ニーズを把握し、

利用促進策等を講じ、更な

る利用者数の増加を図っ

ていく。 

 

旧淡路市地域公共交通会議（これまでの経緯） 
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１．昨年まで（直近）の二次評価の活用・対応状況 

昨年まで（直近）の二次 
評価における事業評価結果 

事業評価結果の反映状況 
（具体的対応内容） 

今後の対応方針 

適切に事業を実施し、目標・

効果が達成されたことは評

価できる。 

 

 

・一部ルートが重複してい

る「都志線」の運行事業者

である淡路交通株式会社

と情報共有を行い、ダイ

ヤや回数券や定期券の共

通利用等について継続し

て実施した。 

 

・島内路線バスとの連携に

より乗車キャンペーンを

実施し、普段の利用者以

外にも乗車しやすくなる

機会を提供した。 

・島内路線バスと連携した

コミバスの乗車キャン

ペーンなどの利用促進

策を含め、更なる利用促

進を図る取り組みを検

討、実施する。 

 

・沿線住民の人口減少は続

いているので、今後も現

在のような利用者傾向

を維持することは難し

いと予想される。利便性

を確保し、より多くの人

に利用してもらえるよ

うな施策を展開してい

きたい。 

利用状況及び利用者ニーズ

の把握・分析等を行うこと

により、引き続き地域に見

合った利便性向上策や利用

促進策に取り組まれること

を期待する。 

 

 

１．直近の第三者評価の活用・対応状況 

２．アピールポイント、特に工夫した点など 

・バス路線の再編により運賃負担の軽減やダイヤ改正による利便性向上に加え、淡路交

通株式会社との回数券相互利用などによる利便性の向上により、利用者数に影響を与え

ている。島内バス路線においてはすべての路線で利用者数が増加傾向にあり、今後も相

乗効果を生み出していきたい。（洲本市） 

 

・島内路線バスとの連携により、1 乗車 100 円などの均一運賃でバスが利用できる乗

車キャンペーンを実施している。バスに乗るきっかけを作り、公共交通に親しみを持っ

てもらうことで利用促進を図っている。周知については市公式 HP のほか、広報誌、ケ

ーブルテレビとの連携、市公式 LINE 等、多様な媒体から情報を発信することができる

ようにしている。（洲本市） 

 

・更なる利便性向上に向けた取り組みとして、外国人の利用者でも分かりやすくなるよ

うバス路線とバス停のナンバリングを島内３市で検討しており、令和８年度に実装に向

けて現在調整を行っている。（淡路市・洲本市） 

 

 

旧洲本市地域公共交通会議（これまでの経緯） 
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・原油高騰による燃料費や修繕費用の増加、自然現象による運転士不足などの影響によ

り、運賃値上げ、運行便数の減便などが報道される等厳しい状況下ではあるが、今後も

事業を維持継続し、公共交通の維持・確保に努めていく。（淡路市・洲本市） 

 

・生活交通は、観光客の需要量をもって支えていく必要があるため、期間及び曜日限定

で観光周遊コースを運行している。島内の事業者、利用者からの声により、観光周遊コ

ースの運行期間の拡大、既存事業者バス事業者と調整を行い、新路線の運行等、利用者

の利便性の向上に努めた。（淡路市） 
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別添：公共交通ネットワークのイメージ図 

 



別
添
１

令
和
8
年
1
月
2
7
日

協
議
会
名
：
淡
路
島
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会

評
価
対
象
事
業
名
：
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金

①
補
助
対
象
事
業
者
等

②
事
業
概
要

③
前
回
（
又
は
類
似
事
業
）
の

事
業
評
価
結
果
の
反
映
状
況

⑥
事
業
の
今
後
の
改
善
点

（
特
記
事
項
を
含
む
）

・
令
和
6
年
度
の
乗
車
実
績
は
5
,9
6
6
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
令
和

7
年
度
の
乗
車
実
績
は
5
,9
1
9
人
と
な
り
、
4
7
人
の
減
少
と
な
っ
た
。

こ
の
系
統
は
月
ご
と
の
利
用
者
に
大
き
な
変
動
が
な
い
こ
と
か
ら
も

生
活
路
線
と
し
て
運
行
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
下
り
線
（
洲
本
B
C

発
）
の
利
用
者
数
は
令
和
6
年
度
と
比
較
し
て
増
加
し
て
い
る
一

方
、
上
り
線
（
高
田
屋
嘉
兵
衛
公
園
発
）
の
利
用
者
数
が
減
少
し
て

お
り
、
生
活
サ
イ
ク
ル
の
変
化
も
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

・
住
民
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
踏
ま
え
、
余
裕
を
持
っ
た
ダ
イ
ヤ

編
成
を
検
討
し
、
高
速
バ
ス
や
路
線
バ
ス
と
の
接
続
の
調
整
に
つ

い
て
運
行
事
業
者
と
協
議
を
行
う
。

・
バ
ス
乗
車
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
の
利
用
促
進
施
策
に
つ
い
て
も
、

引
き
続
き
島
内
自
治
体
や
バ
ス
事
業
者
と
連
携
し
、
取
り
組
ん
で
い

く
。

・
一
部
ル
ー
ト
が
重
複
す
る
路
線
バ
ス
「
都
志
線
」
の
運
行
事
業
者

で
あ
る
淡
路
交
通
株
式
会
社
と
情
報
共
有
を
行
い
、
ダ
イ
ヤ
や
二

次
交
通
等
に
つ
い
て
協
議
を
実
施
し
て
い
る
。

・
利
用
者
の
利
便
性
向
上
の
た
め
、
運
賃
額
の
維
持
、
淡
路
交
通

株
式
会
社
と
の
回
数
券
の
相
互
利
用
、
フ
リ
ー
乗
降
を
継
続
実
施

し
て
い
る
。

（
株
）
洲
本
観
光
タ
ク
シ
ー

（
運
行
系
統
名
）

・
五
色
中
央

（
運
行
形
態
）

・
定
時
定
路
線
型

（
運
行
区
間
）

・
洲
本
B
C
（
起
点
）
～
高
田
屋
嘉
兵
衛
公
園
（
終
点
）

（
運
行
便
数
）

・
4
.5
往
復
/
日

　
上
り
：
4
便
、
下
り
：
5
便

Ａ
計
画
通
り
事
業
は
適
切
に
実
施
さ
れ
た
。

Ａ
・
輸
送
人
員
は
目
標
2
.0
人
/
日
に
対
し
、
令
和
7
年
度
は
3
.6
6
人
/
日

と
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

※
令
和
6
年
度
は
3
.6
8
人
/
日

Ａ

　 　
利
用
者
数
は
、
目
標
を
上
回
り
、
前
年
度
と
比
べ
、
約
４
，
５
０
０
人

増
（
主
に
東
浦
北
淡
線
の
利
用
者
）
と
な
っ
た
。
要
因
と
し
て
は
、
高

校
生
以
上
の
通
学
者
助
成
事
業
に
よ
り
通
学
で
の
利
用
者
が
増
加

し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
公
的
資
金
投
入
額
、
収
支
率
が
下
回
っ
た
要
因
と
し
て

は
、
バ
ス
運
転
士
運
転
者
の
な
ど
の
人
件
費
、
燃
料
費
や
修
繕
費

の
高
騰
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
今
後
は
、
L
IN
E
配
信
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
活
用
し
、

進
学
予
定
者
へ
の
説
明
な
ど
を
実
施
し
、
利
用
者
な
ど
の
声
を
聞

き
な
が
ら
、
で
き
る
限
り
利
便
性
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
取
組
み
内

容
を
市
の
Ｈ
Ｐ
、
広
報
誌
等
に
掲
載
し
、
公
共
交
通
に
対
す
る
関
心

と
利
用
促
進
を
図
る
。

　 運
行
計
画
に
つ
い
て
は
、
毎
年
６
月
の
淡
路
市
地
域
公
共
交
通
会

議
に
て
、
淡
路
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
評
価
基
準

①
運
行
に
関
す
る
基
準
（
週
２
日
、
１
日
２
往
復
４
便
の
運
行
）
、

②
利
用
に
関
す
る
基
準
（
便
平
均
利
用
者
数
１
．
０
人
以
上
）
、

③
運
行
費
用
の
負
担
に
関
す
る
基
準
（
公
的
資
金
投
入
額
の
投
入

額
、
収
支
率
２
０
％
以
上
）

に
基
づ
き
、
検
証
を
行
い
、
目
標
値
で
あ
る
公
的
資
金
投
入
額
に
つ

い
て
は
達
成
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
基
準
を
す
べ
て
満
た

し
て
い
る
た
め
、
運
行
計
画
の
承
認
を
受
け
、
効
果
的
な
運
行
に
努

め
た
。

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
・
事
業
評
価
（
地
域
公
共
交
通
計
画
に
基
づ
く
事
業
）

④
事
業
実
施
の
適
切
性

⑤
目
標
・
効
果
達
成
状
況

淡
路
市

　
運
行
に
つ
い
て
は
、
高
校
生
以
上
の
通
学
者
助
成
事
業
の
影
響

も
あ
り
、
通
学
の
利
用
者
数
が
増
加
し
、
運
行
回
数
、
最
低
需
要
基

準
、
利
用
者
数
の
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
原
油
高
騰

に
よ
る
燃
料
費
や
修
繕
費
、
最
低
賃
金
の
改
正
に
伴
う
運
転
士
の

賃
金
の
増
加
に
よ
り
、
公
的
資
金
投
入
額
、
収
支
率
が
想
定
を
下

回
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
目
標
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
。

【
目
標
】

・
最
低
運
行
回
数
：

　
１
日
２
往
復
４
便
以
上

・
最
低
需
要
基
準
：

　
便
あ
た
り
１
．
０
人
以
上
の
利
用
者
数

・
利
用
者
数
：
２
５
，
５
０
０
人

・
公
的
資
金
投
入
額
：
8
6
2
.4
円

・
収
支
率
：
４
０
．
１
％

【
実
績
】

・
最
低
運
行
回
数
：

　
１
日
１
７
便
以
上

・
最
低
需
要
基
準
：

１
便
当
た
り
３
．
６
人
の
利
用
者
数
（
輸
送
人
員
：
３
０
，
６
１
２
人
、
実

績
運
行
回
数
：
８
，
２
９
５
便
）

・
利
用
者
数
：
３
０
，
６
１
２
人

・
公
的
資
金
投
入
額
：
9
0
5
.6
円

　
市
負
担
額
：
２
７
，
７
２
３
千
円

・
収
支
率
３
１
．
６
％

　
収
入
　
１
７
，
４
４
２
千
円

　
支
出
　
５
５
，
１
７
４
千
円

【
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金
】

（
運
行
路
線
名
）

淡
路
市
生
活
観
光
バ
ス
路
線

（
運
行
形
態
）
定
時
定
路
線
型

（
運
行
区
間
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
東
浦
北

淡
線
　
東
浦
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
～
本
四
仁
井
高
速
バ
ス
停
前
～
北

淡
事
務
所
を
往
復

・
観
光
周
遊
回
り
　
岩
屋
ポ
ー
ト
タ
ー
ミ
ナ
ル
～
東
浦
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル
～
岩
屋
ポ
ー
ト
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
循
環

　 （
運
行
便
数
）

・
東
浦
北
淡
線

　
平
日
：
９
往
復
/
日

　
休
日
：
８
往
復
/
日

・
観
光
周
遊
回
り

　
１
０
/
１
～
１
１
/
３
0

　
休
日
：
1
8
便
/
日

　
３
/
１
～
９
/
３
０

　
休
日
：
1
8
便
/
日

【
車
両
減
価
償
却
費
等
国
庫
補
助
金
】

・
平
成
２
６
年
８
月
に
２
９
人
乗
り
の
低
床
型
車
両
を
２
台
導
入
。

・
平
成
２
８
年
１
１
月
に
３
６
乗
り
の
低
床
型
車
両
を
１
台
導
入
。

Ａ

　 　
運
行
に
つ
い
て
は
、
事
業
が
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
と
お
り
、

適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
車
両
に
つ
い
て
は
、
低
床
型
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
２
９
人
乗
り
の
車

両
２
台
を
中
心
に
、
バ
ス
利
用
者
の
増
加
に
よ
る
積
み
残
し
対
策
と

し
て
、
低
床
型
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
３
６
人
乗
り
の
車
両
１
台
を
導
入

し
、
安
全
安
定
し
た
運
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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地
域
の
交
通
の
目
指
す
姿

（
事
業
実
施
の
目
的
・
必
要
性
）

（
目
的
）

　
淡
路
島
は
、
洲
本
市
、
南
あ
わ
じ
市
及
び
淡
路
市
の
３
市
で
構
成
さ
れ
、
瀬
戸
内
海
の
東
端
に
位
置
し
、
南
北
５
５
km
・
東
西
２
８
km
の

細
長
い
島
で
、
総
面
積
は
５
９
５
．
６
３
㎢
、
人
口
は
令
和
７
年
１
２
月
末
時
点
で
１
２
３
，
９
７
７
人
で
あ
る
。

　
生
活
交
通
の
維
持
確
保
及
び
観
光
振
興
な
ど
を
実
現
す
る
た
め
、
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
め
ざ

し
、
平
成
２
９
年
度
に
淡
路
島
３
市
が
連
携
し
、
「
淡
路
島
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
」
を
策
定
し
、
令
和
６
年
度
に
は
、
活
性
化
再
生

法
の
改
正
に
伴
う
「
淡
路
島
地
域
公
共
交
通
計
画
」
を
策
定
し
て
い
る
。

　
こ
の
新
計
画
に
基
づ
き
、
淡
路
島
内
３
市
、
事
業
者
と
も
連
携
し
、
住
民
、
交
通
事
業
者
及
び
行
政
等
が
適
切
な
役
割
分
担
を
行
い
、
需

要
に
応
じ
た
経
済
的
な
公
共
交
通
シ
ス
テ
ム
の
実
現
を
通
じ
、
活
力
あ
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
保
持
し
、
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
を

確
立
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

（
基
本
方
針
等
の
必
要
性
）

（
１
）
取
組
を
推
進
し
て
い
く
た
め
の
体
制
づ
く
り
（
地
域
内
公
共
交
通
の
一
元
管
理
組
織
の
立
ち
上
げ
等
）

（
２
）
利
便
性
の
高
い
地
域
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

（
３
）
日
常
の
移
動
手
段
の
充
実
（
通
勤
・
通
学
、
買
物
、
通
院
等
）

（
４
）
非
日
常
の
移
動
手
段
の
充
実
（
観
光
等
）

（
５
）
持
続
可
能
な
地
域
公
共
交
通
の
実
現

別
添
１
－
２

事
業
実
施
と
地
域
公
共
交
通
計
画
と
の
関
連
に
つ
い
て

令
和
8
年
1
月
2
7
日

協
議
会
名
：

淡
路
島
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会

評
価
対
象
事
業
名
：

地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金
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 令和８年度地域内フィーダー系統補助の計画変更届出（案）について 

 

 

 

１．提案内容 

令和７年９月２６日付で認定をうけました「地域内フィーダー系統確保維持費国庫

補助金」の令和８年度(令和７年１０月～令和８年９月)の計画内容に以下の変更が生

じたため、国土交通大臣へフィーダー補助の計画変更を届出することについて当協議

会に諮るものです。 

 

※協議理由 

淡路島地域公共交通活性化協議会規約第３条 (4) 前各号に掲げるもののほか、

地域公共交通の活性化及び再生を推進するために必要な事項の協議に関する事項

に該当 

 

 

２．対象路線 淡路市生活観光バスの北部観光周遊路線 

 

 

３．計画変更の理由 

令和８年３月１日からの淡路市生活観光バスの北部観光周遊路線の改定に伴い、あ

わせて当初国へ提出していた地域内フィーダー系統確保維持計画の（運行）内容を修

正します。 

 ○内容変更修正 

・生活交通確保維持改善計画(フィーダー)別紙 

・別添表１ 

・日数・回数チェックカレンダー（R8、R9、R10） 

 

 

４．主な変更内容 

・利用者などからの要望により北部観光周遊路線にバス停を３か所追加 

（大磯ユーアールエー前、立石川、禅坊靖寧前） 

・淡路ジェノバラインとの乗り継ぎ、実際の道路状況などを考慮し、北部観光周遊路線

の運行便数を１８便から１５便に変更 

・北部観光周遊路線のダイヤ改正は、令和８年３月１日からを予定 

1

協議２
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陸上交通様式第１（日本産業規格Ａ列４番） 

 

令和８年１月２７日  

 

 

 国土交通大臣 殿 

 

 

                             氏名又は名称 淡路島地域公共交通活性化協議会 

会長 福島 徹 

                             住    所 兵庫県南あわじ市市善光寺 22 番地１ 

                                                          

 

 

 

地域公共交通計画変更届出書 

 

 

 

 令和７年９月２６日付け近運交交第３７号で国土交通大臣より認定された地域公共

交通計画を以下のとおり変更するので、関係書類を添えて届出します。 

 

 

○ 変更日 

 令和８年３月１日 

   

 

 

○ 変更箇所  

表１の（２）及び（３）の計画運行日数及び計画運行回数 

 

 

 

○ 変更理由 

現在運行しているバス路線上に新たな観光施設ができ、利用者などから、「新

規にバス停を設置し、停車してほしい」などの意見、要望が多数あったこと、渋

滞により運転士が十分な休息とれない状況が多々あるため、運行するダイヤを見

直し、利用促進、利便性の向上を図り、公共交通の確保維持に努めるため 

 

 

 

 

 ※本届出書に、変更する事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。 

 ※「変更理由」は、具体的に記述すること。 
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別 紙（地域内フィーダー系統） 

 

 

令和８７年１６月２７５日 

 

          （名称）淡路島地域公共交通活性化協議会 
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

人口減少や少子高齢化、車社会の進展により路線バスやコミュニティバス等の公共交通

の利用者は年々減少を続けており、収支悪化による行政負担の増加や運転手不足など、日

常生活に必要不可欠な地域公共交通の確保維持が極めて厳しい状況にある。 

今後も地域の活力を維持していくためには、地域公共交通確保維持事業により下記路線

を存続させていくことが必要であり、地域住民、運行事業者及び行政等地域の関係者が適

切な役割のもと地域公共交通の確保維持を図るとともに、もって島内の活性化に資するこ

とを目的とする。 

淡路市生活観光バス（東浦北淡線、北部観光周遊回り） 

淡路市においては、地域住民の移動手段を確保維持する「生活交通」と、観光客の移動

手段を確保維持する「観光交通」を兼ね備えた淡路市生活観光バス路線を平成２５年１０

月（平成２６年度）から自家用有償旅客運送の運行形態で運行を開始した。 

令和元年１０月（令和２年度）には路線域を北淡路地域から市全域に拡大し、その後、

令和２年１０月（令和３年度）には、路線の見直しとともに幹線系統については一般旅客

自動車運送事業での運行に、支線系統については自家用有償旅客運送での運行に、それぞ

れ運行形態の変更を行った。 

現在の地域内フィーダー系統は、支線系統の自家用有償旅客運送である「東浦北淡線※

１」と「北部観光周遊回り※２」となっている。 

それぞれ幹線系統である「時計回り」・「反時計回り」と東浦バスターミナル等で接続し、

通勤、通学、通院、買い物及び観光等の移動手段として必要不可欠な当該路線を確保維持

していくことが必要である。 

※１…東浦北淡線は、東浦バスターミナルと北淡事務所前間を往復運行し、平日（月～

金）は１日９．５往復１９便、休日は１日８．５往復１７便を運行。 

※２…北部観光周遊回りは、北淡路地域の花みどり施設等を周遊し、３月から１１月ま

での間、時計回りと反時計回りで循環し、１日７．５９往復１５１８便を運行。 

洲本市コミュニティバス「五色中央ルート」（五色地域線） 

洲本市においては、洲本バスセンターを起終点とする路線バスを軸として、コミュニテ

ィバスなどで構成される公共交通網が市域に広がっている。中心市街地には、兵庫県立淡

路医療センターを始めとする医療機関や大規模商業施設、高等学校が存在しており、地域

住民の日常生活機能の多くを担っている。 

また、中心市街地から旧五色町の公共施設などへの移動需要もあり、車を運転できない

高齢者や学生等を中心に、公共交通は生活に必要不可欠な移動手段となっている。 

そうした中、既存路線バスの停留所まで遠い山間地域や坂路が多い地域では、停留所に

到達することすら困難であるなどの理由から、路線バスを利用したくても利用できない高

齢者が増えてきており、中心市街地、旧五色町内及び隣接市にアクセスするための新たな

交通手段として、平成29 年に五色地域コミュニティバスの運行を開始した。 

運行開始後は、通院、通学、買い物といった日常生活を支える移動手段として、自ら移

動手段を持たない高齢者や学生を中心に利用されており、五色地域と中心市街地を結ぶ移

動手段としての役割を果たしている。 

このように、新たな公共交通に関するニーズが高まる中、中心市街地、旧五色町内及び

隣接市への交通手段として、洲本市コミュニティバス五色中央ルート（五色地域線）を確

保維持することが必要である。 
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別 紙（地域内フィーダー系統） 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

淡路市生活観光バス（東浦北淡線、北部観光周遊回り） 

（１）「東浦北淡線」「北部観光周遊回り」の利用者数を 26,415 人以上とする。 

（算出根拠） 

・令和６年度の実績が 26,154 人 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％増の 26,415 とする。 

 

（２）「東浦北淡線」「北部観光周遊回り」の利用者一人当たりの公的資金投入額を 

1,045.9 円とする。 

（算出根拠） 

・令和６年度の実績が 1,056.4 円 

市補助金 27,629,000 円÷利用者数 26,154 人＝1,056.4 円 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％減の 1,045.9 円とする。 

 

（３）「東浦北淡線」「北部観光周遊回り」の収支率を 31.5％以上とする。 

（算出根拠） 

・令和６年度の実績が 30.5％ 

収入 10,222,000 円÷支出 33,467,000 円＝30.5％ 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％増の 31.5％とする。 

 

洲本市コミュニティバス「五色中央ルート」（五色地域線） 

（１）「五色中央ルート」（五色地域線）の利用者数を 6,026 人以上とする。 

（算出根拠） 

・令和６年度の実績が 5,966 人 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％増の 6,026 人とする。 

 

（２）「五色中央ルート」（五色地域線）の利用者一人当たりの公的資金投入額を 

1,007.8 円とする。 

（算出根拠） 

・令和６年度の実績が 1,017.9 円 

市運行委託料 6,072,608 円÷利用者数 5,966 人＝1,017.9 円 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％減の 1,007.8 円とする。 

 

（３）「五色中央ルート」（五色地域線）の収支率を 11.4％以上とする。 

（算出根拠） 

・令和６年度の実績が 10.4％ 

収入 1,355,825 円÷支出 13,012,981 円＝10.4％ 

・令和８年度の目標を令和６年度比１％増の 11.4％とする。 

 

（２）事業の効果 

 

当該路線を維持することにより、地域住民の通院、通学、買い物など日常生活に必要不

可欠な移動手段が確保される。また、観光施設等が点在するエリアでは、観光客の移動手

段も確保することができる。 

さらには、地域間幹線系統とフィーダー系統のネットワークが連携することで、効率的

な運行体系が実現できるとともに、外出の促進による高齢者の健康増進や地域活性化にも

つながる。 
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別 紙（地域内フィーダー系統） 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

・他路線の交通事業者とも連携した系統や便数、運行ダイヤの見直し。（淡路市、洲本市、

事業者） 

・交通モードを超えた乗り継ぎ切符（企画乗車券）の導入（淡路市、洲本市、南あわじ市、

事業者） 

・運賃無料、割引サービス（こどもの日、敬老の日等、免許返納）の実施（淡路市、洲本

市、南あわじ市、事業者） 

・淡路島発着の高速バス、路線バス、コミバス、旅客船等の総合的な公共交通情報を WEB

アプリ「buSmo（バスモ）」により発信。本年度は多言語（英語、中国語（簡体、繁体）、

韓国語）にも対応できるよう改修する。（淡路市、洲本市、南あわじ市、兵庫県淡路県民

局、淡路島観光協会） 

・市広報誌、市ＬＩＮＥやイベント等を活用した情報発信（淡路市、洲本市） 

・コミバスの時刻表及び公共交通マップの作成、市内集客施設への配布（淡路市） 

・バス停ナンバリング、路線カラーリングの検討、ＨＰなどで周知（淡路市、洲本市、南

あわじ市、兵庫県淡路県民局、淡路島観光協会） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

表１を添付。 

 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

淡路市生活観光バス（東浦北淡線、北部観光周遊回り） 

運行経費から運行収入を差し引いた差額分を運行事業者への補助金として、淡路市が負

担する。 

 

洲本市コミュニティバス「五色中央ルート」（五色地域線） 

運行事業者との運行業務委託契約金額から交付を受けた国庫補助金を差し引いた額

と、年間の運行経費から運賃収入と交付を受けた国庫補助金を差し引いた額とを比較

し、いずれか高いほうを洲本市が委託料として負担する。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・利用者数や収支について、数値指標によるモニタリング・評価を実施 

・利用者アンケート（車内・インタネットアンケート等） 

・住民ヒアリング（地区の町内会会合への参加等）等 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 
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別 紙（地域内フィーダー系統） 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付。 

 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 
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別 紙（地域内フィーダー系統） 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

・令和 5 年 4 月 26 日（書面表決）（令和 5 年度第 1 回） 

令和 4 年度協議会決算（案）、令和 5 年度協議会予算（案）について ほか 

・令和 5 年 7 月 4 日（令和 5 年度第 2 回） 

現行計画の目標値の達成状況、めざすべき将来像と課題について 

・令和 5 年 10 月 12 日（令和 5 年度第 3 回） 

将来像実現に向けた方針と施策について 

・令和 5 年 12 月 25 日（令和 5 年度第 4 回） 

淡路島地域公共交通計画（素案）について 

・令和 6 年 3 月 21 日（令和 5 年度第 5 回） 

淡路島地域公共交通計画（案）について 

・令和 6 年 6 月 27 日（令和 6 年度第 1 回） 

令和 7 年度幹線系統補助、フィーダー系統補助の計画認定申請（案）について 

・令和 7 年 1 月 29 日（令和 6 年度第 2 回） 

淡路島地域公共交通計画の変更について 

・令和 7 年 6 月 25 日（令和 7 年度第 1 回） 

令和 8 年度幹線系統補助、フィーダー系統補助の計画認定申請（案）について 

・令和 8 年 1 月 27 日（令和 7 年度第 2 回） 

令和 8 年度フィーダー系統補助の計画変更認定申請（案）について 

 

 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

地域公共交通活性化協議会に利用者代表として地域住民代表者が参画しており、継続的

な協議を行っている。 

地域公共交通計画の策定にあたっては、パブリックコメントや事業者等に対するヒアリ

ングを実施し、地域住民や関係者の意見を反映した計画とした。 

 

20．乗用タクシーの運賃低廉化措置を行う地域の概要 

【乗用タクシーの運賃低廉化措置を行う場合のみ】 

（１）過去に乗合旅客の運送を行っていた乗合バス事業等 

 ※該当なし 

 

（２）交通手段の検討状況 

 ※該当なし 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）南あわじ市市善光寺２２番地１    

（所 属）南あわじ市総務企画部市民協働課   

（氏 名）原口 涼              

（電 話）0799-43-5244            

（e-mail）k_kotsu@city.minamiawaji.hyogo.jp  
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別 紙（地域内フィーダー系統） 

 

 

 

 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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東浦平成

病院前
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井
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村
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ジ高速バス停前

県立淡路島公園

県立淡路景観

園芸学校 淡路カントリー

ガーデン

あわじ花さじき
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淡路
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淡路高校正門前
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淡路ハイウェイ
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本

四

仁

井

高

速

バ

ス

停

前

東

浦

北

淡

国営明石海峡公園

淡路口前

グリナリウム

淡路島

吹

き

戻

し

の

里

前

２

１

申請系統の路線図

１．東浦北淡線

２．観光周遊回り

東浦事務所前

Awaji nature

Lab＆Resort

禅坊靖寧前

立石川

大磯ユーアールエー前

○バス停

○新規バス停
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33 頁 変更前 

 

各運行系統の位置づけと確保維持の方針 

 

位置づけ 系統 事業主体 確保・維持の方針 

高速バス
ネットワ
ーク 

各高速バス 
路線 

高速バス事業者各

社 
交通事業者の事業として一定以上の水準を確保す
ることをめざす。 

幹線 

循環線 淡路市 

島内の主要な幹線軸として、国の運行経費補助で
ある地域公共交通確保維持事業（幹線補助）を活
用し、持続可能な運行をめざす。 

縦貫線 
（洲本BC～津名港） 

淡路交通 

縦貫線 
（福良～洲本 BC） 

淡路交通 

準幹線 

東浦北淡線 淡路市 
幹線を補完する軸として、国の運行経費補助であ
る地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）
を活用し、持続可能な運行をめざす。 

由良線 淡路交通 

幹線を補完する軸として、交通事業者、行政、住
民等が連携を図り、持続可能な運行をめざす。 

都志線 淡路交通 

長田線 淡路交通 

鳥飼線 淡路交通 

中央循環線 南あわじ市 

西循環線 南あわじ市 

南北幹線 南あわじ市 

支線 

北部観光周遊回り 淡路市 地域の移動を支える軸として、国の運行経費補助
である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補
助）を活用し、持続可能な運行をめざす。 五色地域線 洲本市 

鮎原線 本四海峡バス 

地域の移動を支える軸として、需要に応じた適切
な交通機関を導入し、交通事業者、行政、住民等
が連携を図り、持続可能な運行をめざす。 

南部観光周遊回り 淡路市 

上灘・沼島線 洲本市 

南循環線 南あわじ市 

北循環線 南あわじ市 

東循環線 南あわじ市 

岩屋地域コミュ
ニティバス 

㈱恵美寿 

長沢地域コミュ
ニティバス 

長沢コミバス 
実行委員会 

山田地域コミュ
ニティバス 

山田まちづくり 

協議会 

灘地区自家用有
償旅客運送 

NPO 法人 
灘水仙の里 

航路 各航路 運行事業者各社 
島内と島外や離島を結ぶ、地域の移動を支える軸と

して、交通事業者、行政、住民等が連携を図り、持

続可能な運行をめざす。 

 

  

 

33 頁 変更（案） 

 

各運行系統の位置づけと確保維持の方針 

 

位置づけ 系統 事業主体 確保・維持の方針 

高速バス
ネットワ
ーク 

各高速バス 
路線 

高速バス事業者各

社 
交通事業者の事業として一定以上の水準を確保す
ることをめざす。 

幹線 

循環線 淡路市 

島内の主要な幹線軸として、国の運行経費補助で
ある地域公共交通確保維持事業（幹線補助）を活
用し、持続可能な運行をめざす。 

縦貫線 
（洲本BC～津名港） 

淡路交通 

縦貫線 
（福良～洲本 BC） 

淡路交通 

長田線 淡路交通 

準幹線 

東浦北淡線 淡路市 
幹線を補完する軸として、国の運行経費補助であ
る地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）
を活用し、持続可能な運行をめざす。 

由良線 淡路交通 

幹線を補完する軸として、交通事業者、行政、住
民等が連携を図り、持続可能な運行をめざす。 

都志線 淡路交通 

鳥飼線 淡路交通 

中央循環線 南あわじ市 

西循環線 南あわじ市 

南北幹線 南あわじ市 

支線 

北部観光周遊回り 淡路市 地域の移動を支える軸として、国の運行経費補助
である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補
助）を活用し、持続可能な運行をめざす。 五色地域線 洲本市 

鮎原線 本四海峡バス 

地域の移動を支える軸として、需要に応じた適切
な交通機関を導入し、交通事業者、行政、住民等
が連携を図り、持続可能な運行をめざす。 

南部観光周遊回り 淡路市 

上灘・沼島線 洲本市 

南循環線 南あわじ市 

北循環線 南あわじ市 

東循環線 南あわじ市 

岩屋地域コミュ
ニティバス 

㈱恵美寿 

長沢地域コミュ
ニティバス 

長沢コミバス 
実行委員会 

山田地域コミュ
ニティバス 

山田まちづくり 

協議会 

灘地区自家用有
償旅客運送 

NPO 法人 
灘水仙の里 

航路 各航路 運行事業者各社 
島内と島外や離島を結ぶ、地域の移動を支える軸と

して、交通事業者、行政、住民等が連携を図り、持

続可能な運行をめざす。 

 

 

  

1

協議３

1



 

34 頁 変更前 

地域公共交通確保維持事業の必要性 

位置 

づけ 
系統 地域公共交通確保維持事業の必要性 

幹
線 

循環線 

南側には島内の幹線である縦貫線、北側には明石や神戸方面とつながる明石岩屋航路
と接続しており、淡路市域を超える移動を担う島内において重要な役割を担う路線となっ
ています。通勤・通学、買い物、通院等の日常生活に係る移動を基本としつつ、観光や余
暇活動等、多様な目的での移動を担っています。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行経
費補助である地域公共交通確保維持事業（幹線補助）による支援及び交通事業者、行政、
住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

縦貫線 
（洲本ＢＣ

～津名港） 

島内の南北を貫く幹線として、洲本 BC を境に南側には南あわじ市内の準幹線である
中央循環線等が、北側には島内の幹線である循環線が接続しており、島内移動の重要な
役割を担う路線となっています。通勤・通学、買い物、通院等の日常生活に係る移動を基
本としつつ、観光や余暇活動等、多様な目的での移動を担っています。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行経
費補助である地域公共交通確保維持事業（幹線補助）による支援及び交通事業者、行政、
住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

縦貫線 
（ 福 良  ～

洲本ＢＣ） 

準
幹
線 

東浦 
北淡線 

淡路市の東浦地域と北淡地域を結ぶ通勤・通学、買い物、通院等の主に日常生活に係
る移動を担う路線となっています。東浦地域、北淡地域でともに幹線である循環線に接続
しており、循環線を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行経
費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業者、
行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

支
線 

北部 
観光 
周遊 
回り 

淡路市北部地域の観光拠点を結ぶ、主に観光に係る移動を担う路線となっています。
一部、日常生活に係る移動にも利用されています。東浦地域、岩屋地域でともに幹線であ
る循環線に接続しており、循環線を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行経
費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業者、
行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

五色 
地域線 

洲本市の洲本地域から五色地域を結ぶ通勤・通学、買い物、通院等の主に日常生活に
係る移動を担う路線となっています。洲本地域で幹線である縦貫線（洲本 BC～津名港）
に接続しており、縦貫線(洲本 BC～津名港)を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行経
費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業者、
行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

 

補助系統に係る事業及び実施主体の概要 

位置
づけ 

系統 起点 
経由
地 

終点 
事業許可 

区分 
運行 
態様 

実施主体 
補助事
業活用 

幹線 

循環線 
岩屋

PT 
志筑 岩屋 PT 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路市 

幹線 

補助 

縦貫線 

（洲本 BC～津名港） 

洲本

BC 
志筑 津名港 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路交通 

幹線 

補助 

縦貫線 

（福良～洲本 BC） 
福良 - 洲本 BC 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路交通 

幹線 

補助 

準 幹

線 
東浦北淡線 

東浦

BT 

本四 

仁井 

北淡事

務所前 

自家用有償

旅客運送 

路線定

期運行 
淡路市 

フィーダー

補助 

支線 

北部観光周遊回り 
岩屋

PT 

東浦

BT 
岩屋 PT 

自家用有償

旅客運送 

路線定

期運行 
淡路市 

フィーダー

補助 

五色地域線 
洲本

BC 
- 

高田屋

嘉兵衛

公園 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 

洲本市 
（運行は交通事

業者に委託） 

フィーダー

補助 

 

 

34 頁 変更（案） 

地域公共交通確保維持事業の必要性 

位置 

づけ 
系統 地域公共交通確保維持事業の必要性 

幹
線 

循環線 

南側には島内の幹線である縦貫線、北側には明石や神戸方面とつながる明石岩屋航路
と接続しており、淡路市域を超える移動を担う島内において重要な役割を担う路線となっ
ています。通勤・通学、買い物、通院等の日常生活に係る移動を基本としつつ、観光や余
暇活動等、多様な目的での移動を担っています。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行経
費補助である地域公共交通確保維持事業（幹線補助）による支援及び交通事業者、行政、
住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

縦貫線 
（洲本ＢＣ

～津名港） 

島内の南北を貫く幹線として、洲本 BC を境に南側には南あわじ市内の準幹線である
中央循環線等が、北側には島内の幹線である循環線が接続しており、島内移動の重要な
役割を担う路線となっています。通勤・通学、買い物、通院等の日常生活に係る移動を基
本としつつ、観光や余暇活動等、多様な目的での移動を担っています。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行経
費補助である地域公共交通確保維持事業（幹線補助）による支援及び交通事業者、行政、
住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

縦貫線 
（ 福 良  ～

洲本ＢＣ） 

長田線 
（ 洲 本 Ｂ Ｃ

～ 陸 の 港

西淡） 

 淡路島南西部から島中央部に位置する洲本市を結び、市域をまたぐ広域的な移動を担
う幹線路線です。南側では南あわじ市内の準幹線である中央循環線等、北側では島内南
北を貫く幹線である縦貫線と接続し、島内交通ネットワークの結節として機能しています。
通勤・通学、通院、買い物等の日常生活に係る移動に加え、市域を越えた行政・医療・商業
機能へのアクセスを支える基幹的な役割を果たしています。 
一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行経費
補助である地域公共交通確保維持事業（幹線補助）による支援及び交通事業者、行政、住
民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります 

準
幹
線 

東浦 
北淡線 

淡路市の東浦地域と北淡地域を結ぶ通勤・通学、買い物、通院等の主に日常生活に係
る移動を担う路線となっています。東浦地域、北淡地域でともに幹線である循環線に接続
しており、循環線を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行経
費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業者、
行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

支
線 

北部 
観光 
周遊 
回り 

淡路市北部地域の観光拠点を結ぶ、主に観光に係る移動を担う路線となっています。
一部、日常生活に係る移動にも利用されています。東浦地域、岩屋地域でともに幹線であ
る循環線に接続しており、循環線を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行経
費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業者、
行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 

五色 
地域線 

洲本市の洲本地域から五色地域を結ぶ通勤・通学、買い物、通院等の主に日常生活に
係る移動を担う路線となっています。洲本地域で幹線である縦貫線（洲本 BC～津名港）
に接続しており、縦貫線(洲本 BC～津名港)を補完する欠かせない路線でもあります。 

一方で、行政や交通事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、国の運行経
費補助である地域公共交通確保維持事業（フィーダー補助）による支援及び交通事業者、
行政、住民等の連携により、運行を確保・維持する必要があります。 
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補助系統に係る事業及び実施主体の概要 

位置
づけ 

系統 起点 
経由
地 

終点 
事業許可 

区分 
運行 
態様 

実施主体 
補助事
業活用 

幹線 

循環線 
岩屋

PT 
志筑 岩屋 PT 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路市 

幹線 

補助 

縦貫線 

（洲本 BC～津名港） 

洲本

BC 
志筑 津名港 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路交通 

幹線 

補助 

縦貫線 

（福良～洲本 BC） 
福良 - 洲本 BC 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路交通 

幹線 

補助 

長田線 
洲本

BC 
- 

陸の港 

西淡 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 
淡路交通 

幹線 

補助 

準 幹

線 
東浦北淡線 

東浦

BT 

本四 

仁井 

北淡事

務所前 

自家用有償

旅客運送 

路線定

期運行 
淡路市 

フィーダー

補助 

支線 

北部観光周遊回り 
岩屋

PT 

東浦

BT 
岩屋 PT 

自家用有償

旅客運送 

路線定

期運行 
淡路市 

フィーダー

補助 

五色地域線 
洲本

BC 
- 

高田屋

嘉兵衛

公園 

4 条 

乗合 

路線定

期運行 

洲本市 
（運行は交通事

業者に委託） 

フィーダー

補助 
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35 頁 変更前 

地域公共交通確保維持事業対象路線

 

  

  

 

35 頁 変更（案） 

地域公共交通確保維持事業対象路線 

 

 

陸の港⻄淡 
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 淡路島地域公共交通計画 概要版  
■計画の目的  

淡路島が将来にわたって地域の活力を維持していくためには、人々の暮らしや活動を支える地域公共交通ネ
ットワークの形成と交通サービスの維持・改善が不可欠です。 

淡路島においては地域公共交通ネットワーク全体を一体的に形づくり、持続させることを目的として、「淡
路島地域公共交通活性化協議会」を設置し、2018（平成 30）年３月に「淡路島地域公共交通網形成計画」を
策定しました。網形成計画策定以降、課題解決に向けた様々な取組みを進めていますが、地域公共交通を取り
巻く状況は一層厳しさを増しています。このため、地域公共交通にかかわる各主体、すなわち、利用する地域
の住民、サービスを提供する交通事業者、そして市をはじめとした行政等の関係者が、望ましい姿を再確認し、
共有する必要があります。 

今回策定する「淡路島地域公共交通計画」は、これらの望ましい姿を共有したうえで、それぞれの役割を再
認識し、それぞれができることを理解し、総合的に地域公共交通政策を展開していくための道しるべを示すこ
とを目的としています。 

■計画の位置づけ  
本計画は淡路島にとって望ましい地域公共交通の姿を明らかにするマスタープランの役割を果たすもので

す。淡路島各市の総合計画や兵庫県の淡路地域ビジョン、その他のまちづくりや交通に関する計画と整合、連
携を図りながら、地域公共交通政策の方向性等を定めるとともに、住民、交通事業者、企業、団体、行政等地
域の人々が一体となって取り組む諸施策を示し、持続可能な地域公共交通の実現をめざします。 

■基本的な方針  
住民が安心して暮らし、地域内外の人々が交流する活気あふれる地域であるためには、誰も（住民、来訪者）

がそれぞれの目的に応じて円滑に移動できる環境が必要です。その環境を実現し、将来にわたって維持するた
め、今後の人口減少、高齢者の増加、観光客の増加等に対応した、わかりやすく、使いやすい地域公共交通網
の構築をめざします。 

 
 

 

■計画の推進体制  
淡路島地域公共交通活性化協議会では、各事業主体の取組みや事業費、費用対効果など進捗状況の確認を行

うとともに、計画に基づく施策の総合調整を行います。 
事業主体間の連携や調整が必要な施策については、３市と県の交通政策担当課により構成する淡路島地域公

共交通活性化協議会事務局において、施策の調査・検討、実施、検証等を行い、協議会に報告を行います。 
また、各市地域公共交通会議においては、本計画を踏まえ、施策・事業の推進を図ります。 

 

 

 

 

  

淡路島地域公共交通活性化

協議会 

淡路島地域公共交通活性化 

協議会事務局 

協議会での意見を報告、施策

に反映 

施策の進捗報告等 

（計画の作成および変更・事業実施の

協議） 

（３市と県による施策の調査、検討、 

提案、実施、報告） 

 

淡路島地域３市 地域公共交通会議 

連携 

誰も（住民、来訪者）が分かりやすく、使いやすい公共交通の実現 
～クルマがなくても、生活・周遊できるネットワークの実現～ 
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■地域公共交通ネットワークの将来像  
地域公共交通ネットワークの将来像は、住民及び来訪者の広域移動から地域内移動までの多様な移動に対し

て、高速バスネットワークや幹線、準幹線、支線等が役割に基づく階層性をもち、交通結節点で円滑に接続す

る、持続可能な地域公共交通ネットワークをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

広域拠点︓島外からの交通機関である高速バス、旅客船の主なタ
ーミナルで淡路島の玄関口。高速バス、旅客線、路線
バス、コミュニティバス、タクシー等の複数の移動手段の
乗換拠点。 

・ 乗り換え・観光・宿泊施設等の案内ができること 
・ 駐車場、駐輪場、タクシーベイが整備されていること 
・ 待合施設があること 
・ トイレがあること 
・ 券売所、案内所があること 
・ レンタサイクル、レンタカーなど多様なバス以外の交通手段が利用

できること 
・ 飲食、物販機能があること 

地域拠点︓高速バス、路線バス、コミュニティバス
等、複数の移動手段の乗換拠点。 

・ 観光案内、交通案内等の表示があること  
・ 駐車場、駐輪場が整備されていること  
・ 上屋、ベンチがあること  
・ トイレがあること 
・ 自動販売機等の飲食機能があること 

 ネットワークを担う 
主な交通機関 

役割 

公共 
交通 

高速バスネットワーク 高速バス 島内と島外を結ぶ広域交通の軸。 

幹線 年間利用者数５万人以上の路線バス・コミ
ュニティバス 

島内の広域拠点を結ぶ島内移動ネットワーク
の主軸。 

準幹線 年間利用者数１万人以上、５万人未満
の路線バス・コミュニティバス 

広域拠点と地域拠点を結ぶ、幹線を補完する
軸。 

支線 年間利用者数１万人未満のコミュニティバ
ス・自主運行バス 

幹線や拠点と周辺地域を結ぶ、地域の移動を
支える軸。 

その他 
船舶 島内と島外や離島を結ぶ、生活を支える軸。 

タクシー 
幹線、準幹線、支線を補完して、多様な移動
ニーズに応える。 

福祉交通 福祉有償運送・介護タクシー等 公共交通で対応できない方の輸送手段。 
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■目標達成に向けた施策  
 

目標１ 取組を推進していくための体制づくり 
 
1-1 ３市による統一的な推進体制の

構築 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●統一的な推進体制の構築とコミュニ
ティバスの統合に向け検討 行政 検討・調整〈可能なものから実施〉  

 

目標２ 利便性の高い地域公共交通ネットワークの形成 
 

 指標 単位 基準値 目標値 
2028（令和 10)年度 

目標値１ 路線バス・コミュニティバスの年間利用者数 人 635,458 
（2023（令和５）年） 532,000 

目標値２ 路線バス・コミュニティバスへの利用者一人当たりの公的資
金投入額 円 470.9 

（2022（令和４）年） 470.9 
 
２-1 幹線、準幹線、支線等の路線の役

割に応じたネットワークの形成 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●運行水準の維持・向上とニーズ等に応
じた見直し 

バス事業者、行政、
淡路島観光協会 検討・調整〈可能なものから実施〉  

●高速バスの地域内の拡大 バス事業者、行政 検討・調整〈可能なものから実施〉  
 
２-２ 市域を超えた移動環境の向上 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度

以降 

●市域を超えた路線の見直し 行政、バス事業者、
淡路島観光協会 検討・調整 実施 

●乗り継ぎ等利用しすい手段の導入 行政、バス事業者 検討・調整〈可能なものから実施〉  
 
２-３ 広域拠点、地域拠点の役割に応

じた交通結節機能の充実 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●淡路インターチェンジ、洲本インター
チェンジの地域拠点としての整備及
び淡路島南パーキングエリアの地域
拠点化の検討 

行政、バス事業者、
タクシー事業者、淡
路島観光協会、本州
四国連絡高速道路㈱ 

淡路 IC 検討・調整  

洲本 IC 検討・調整  

淡路島南 PA 検討・調整  

●拠点における交通結節機能の向上 
行政、バス事業者、
タクシー事業者、淡
路島観光協会、本州
四国連絡高速道路㈱ 

検討・調整〈可能なものから実施〉  

●乗り換え案内・情報発信機能の統一 
行政、バス事業者、
タクシー事業者、淡
路島観光協会 

検討・ 
調整 実施 

●乗り継ぎ時間の短縮 バス事業者、行政 ダイヤ改定にあわせて随時実施 

●高速舞子バスストップの交通結節機
能強化 

バス事業者、行政、 
本州四国連絡高速
道路㈱ 

実施 

 

目標 3 日常の移動手段の充実（通勤・通学、買物、通院等） 
 

 指標 単位 基準値 目標値 
2028（令和 10)年度 

目標値 3 住まいの地域の公共交通が便利だと思う人の割合 ％ 12 
（2022（令和 4）年） 12 

 
３-１ 公共交通空白地における移動手

段の確保 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●公共交通空白地における地域内交通
の導入 

住民、行政、バス事業
者、タクシー事業者、
地域の企業や団体 

継続実施 
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３-２ 地域の状況に応じた移動手段の

充実 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●地域の需要に応じた移動手段の導入 
住民、行政、バス事業
者、タクシー事業者、
地域の企業や団体 

検討・調整〈可能なものから実施〉  

●福祉サービスとの連携 行政、タクシー事業
者、福祉事業者 継続実施 

 

目標４ 非日常の移動手段の充実（観光等） 
 

 指標 単位 基準値 目標値 
2028（令和 10)年度 

目標値 4 レンタカー、カーシェアが導入されている広域拠点数 箇所 3 
（2023（令和５）年） 5 

目標値 5 空港や新幹線駅からのバス路線の設定状況 路線 6 
（2023（令和 5）年） 7 

 
４-１ 観光に対応した移動手段の充実 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度

以降 

●二次交通の充実 
バス事業者、タクシ
ー事業者、淡路島観
光協会、行政、地域
の企業や団体 

検討・調整〈可能なものから実施〉  

 
4-２ 広域乗換拠点からの交通手段の

充実 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●空港等からの交通手段の充実 行政、バス事業者 検討・調整〈可能なものから実施〉  

 

目標 5 持続可能な地域公共交通の実現 
 

 指標 単位 基準値 目標値 
2028（令和 10)年度 

目標値 6 路線バス・コミュニティバスの収支率 ％ 29.4 
（2022（令和４）年） 29.4 

 
５-１ シームレスな移動サービスの提

供、MaaSの推進 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●総合的な地域公共交通情報の発信 
行政、バス事業者、
船舶事業者、淡路島
観光協会、商工団体 

継続実施 

●バスの統一的なナンバリング 行政、バス事業者、
船舶事業者 

検討・
調整 実施 

●キャッシュレス化の推進 バス事業者、行政 検討・調整〈可能なものから実施〉  
●周遊パスの充実や交通モードを超え

た乗り継ぎ切符の導入 
バス事業者、淡路島
観光協会、行政 検討・調整〈可能なものから実施〉  

 
５-２ 多様な主体の連携による利用を

促す取り組みと移動サービスの
確保 

実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●地域公共交通の利用機会の創出 行政、バス事業者、
住民、教育機関 継続実施 

●運転手確保のための支援 バス事業者、タクシ
ー事業者、行政 継続実施 

 
５-３ 新技術等を活用した新たな取り

組みの推進 実施主体 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10 年度 R11 年度
以降 

●環境負荷の小さい車両の導入による
脱炭素化の推進 

バス事業者、タクシ
ー事業者、行政 継続実施 

●新技術や新しい仕組みによる取組の
推進 

バス事業者、タクシ
ー事業者、行政 検討・調整〈可能なものから実施〉  

 
2024（令和 6）年 3 月 

淡路島地域公共交通活性化協議会 
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